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〔教育福祉研究第5号 1999)

教育における「選択J と「福祉J

はじめに

よくも悪くも髄人主義の謹透の中で、われわれ

が「偶人」に対していかなる対応をするか、ある

いはたとえば、とくに何らかの精神的、身体的な

問題を抱えた個々人に対してどのような選択肢を

用意するかといったことが、教育や撞祉の領域な

どで関われている。他方で、そのような「偶」に

応えようとする論理の進展の中に内在化してい

る、あるいは随伴してくる「拡散」の論理をどの

ように克服するか、あるいは調整するかは、しば

しば公共性の論理あるいは「共同体」の論理と関

連させて表現される。

その中で、 rf乱の存在や実現といったこともま

た、公共性なり「共同体」の中でしか支えられず、

いいかえれば社会的な性格を帯びた対応の中でし

か、それらもまた守られないことを、とくにソ

シャルワーカーの活動の性格規定に関わって述べ

たのが、前田の本誌上での拙稿であった(九そして

今回は、その延長線上に、アメリカの教育とコミュ

ニティの連携に関わる現段轄の到達点を整理する

はず、であった{九とくにそこで紹介及び検討した

いと考えたのは、いわゆる「フル・サービス・ス

クール」と呼ばれる、学校とコミュニティの連携

をもっとも組織化したプログラムの考え方であっ

た{九しかしその前に、個人的なことだが、以前か

ら気になっていたある論文があった。それが今西

ここで紹介する DavidC. Paris の ~Ideologyand 

Educational Reform: Themes and Theories in 

Public Education~ (1995年)という本の第5

「“Clientelism"and the Odd Couple: Choice and 

Welfare in EducationJである。

とくにこのことを筆者に促したのは、 Parisが

上記のタイトルにあるように、一方での学校選択

と他方での「ブル・サーピス・スクール」の考え

方を含む「福祉的対応Jを、 CLIENTELISMとい

う言葉・概念と関わらせて、同時に論じていたこ

とであった。そして、最近のアメリカの「学校選

択論」をあらためて見るとき、たしかに選択推進

論者たちは、その最終的な話的は別としても、わ

れわれがもっとも関心を持つアメリカの貧困層を

ターゲットにしているように見えるからである。

すなわち、学校とコミュニティの連携の上にとか、

社会サービスと教育の統合といったプランに対し

ては、ほとんどこれを「役に立たないJ と無視し

つつ、容易に進まない「問題解決」の現実を前に

して、最近は公的な奨学金を手段として学校選択

を進めてきていることは(的、その一定の貧国躍の

「支持Jといったことも含めて、ソ…シャルワーク

という立場からも、これを検討せざるを得なくし

ているからである。また「選択」は、教育だけで

なく、最近のわが国の社会福祉分野においても、

社会福祉基礎構造改革の基本的原理として扱われ

ようとしているし、われわれが研究を進めつつあ

る、いわゆる小規模作業所の位置づけも旬、実はそ

のこととも関連しているからである。

以下、紙轄の関係もあり、ここでは上記論文の

部分訳と紹介に留めるが、論文中に使われている

「クライエンタリズム」への対応といった課題は、

「いい学校」の選択といったことだけでなく、実は

われわれがとくに対象としようとしているよう

な、たとえば、障害を持つ子どもの教育へのあり

ょう、不登校児と親の学区選択要求などへの対応

として、やはり問題にせざるを得ないところに来

つつあることを展望すると、この論文はそれなり

に議論の素材は提供するだろうと思われる。また

これからの具体的な「選択J r福祉」をめぐる議論

や、いわゆる国家の家族への「介入」といったこ

ととの関連においても参考になるだろう。

第 5重量 「クライエンタリズムJと奇妙なカッ

プル:教育における選択と福祉

4章では、公教育における人的資本のテーマに

関する展開を検討した。経済上および教育上の両
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方の理由から、そのテーマは、コモン・スクール

(the common schooDの目指した方向よりも、公

教育に対してよりいっそう個人主義的アプローチ

を採っている。生徒のための差別化されたカリ

キュラムやプログラムの開発、とくに中等学校で

のそれは、個人と社会の両方のニーズに合うもの

として初めは正当化された。すべての生徒に一つ

のカリキュラムを課すかわりに、個々の才能とプ

ログラムを調和させるということだったのだろ

う。いろいろなカリキュラムが、生徒の学卒後の

さまざまな生活に向けてよりよく準備させ、ぞれ

によって全体の、とくに経済のニーズにも役立つ

というわけであった。そのもっとも粗雑で、おそ

らくもっとも有害な言葉である、「できる」生徒と

「できない」生徒(“Head"and “Hand" Students) 

という区分が、彼らの能力により適合的とされる

さまざまなカリキュラムを見いだしていくはず、で

あった。能力別のグルーピングやトラッキングに

関する絶えざる議論があるにもかかわらず、たい

ていの学校は、生徒の今の、あるいはありそうな

成績にもとづいた差別化されたカリキュラムやプ

ログラムを提供している。これらの響額は、個々

の生徒のニーズにもっともよく合ったものとし

て、そしてそれによって社会にも役立つものとし

て考えられている。

たとえより親切な形においてであっても、{閤々

のニーズに焦点を合わせるということは、学校に

関して潜在的可能性のある rパンドラの箱』を開

けることになる。生徒中心の、そして実践的な個々

人の準備に関する総合制ハイスクールのコミット

メント(公約、責任:訳者柱)は、もしもその論

理的結論へとことが進められるとしても、潜在的

にあまりに擾雑であるがゆえに、非現実的である。

それは、学校があらゆる種類の偶人差に対応でき、

またすべきであるという可能性をいうものであ

る。おそらく、それぞれの生徒がさまざまな一連

のニーズを持ち、ある特徴を持ったプログラムや

特別なサービスを要求するということになるかも

しれない。この問題は、平等な機会的「競争」の

中でのレフェリーとしての学校の役割によって悪

化させられる。学校は、仕事やより高い学虚への

アクセスにかかわる公平な機会を観る手段とし

て、さまざまな身体的、家族的、文化的、そして

社会的問題に応ずべきだということが議論される

かもしれない。個人琵への対応や、学校の範閤を

越えた諸要因に対する補償に応ずるという重複す

る権限委託は、単にさまざまな学業成績のグルー

ピングをセット・アップするということ以上に、

学校が伺かをする必要があるかもしれないという

ことを示唆している。それはまた、学校がそれぞ

れの特徴、環境、背景といった多様性を強調する

ための、何らかの手設を見いだすべきだというこ

とをも意味しうる。

この抗しがたい複雑さへの発展可能性は、二つ

の方法に置き換えられてきている。第1は、学業

記録とテストの点数が、生徒をグループ化し、彼

らを特加なプログラムへと配置するために使われ

てきている。それぞれの生徒のために一つのカリ

キュラムを開発しようとするかわりに、ある範屈

でのオプションそ提供する共通するカリキュラム

がある。ガイダンス専門職の援助やテスト・プロ

グラムとともに、それぞれの生徒は小さなカリ

キュラム・オプションのセットの一つを受け取る

のだが、それは彼または彼女の才能やニーズに

もっともよく適合しているものと思われている。

第2に、学校は補助的なサーピスやプログラムを

提供し、教育過程を妨害しているかもしれない勉

強以外の問題に対応してきている。スクールナー

スやソーシャルワーカ一、食事プログラムやデイ

ケアー・プログラム、そして以下で議論されるよ

うに、近年増えてきているその他のたくさんのプ

ログラムカ人テストをf子うことやランクイ寸けする

ことの範囲を越えたニーズに取り組んでいる。

このように述べると、これらの実践やプログラ

ムは、ただ単に教育の人的資本的な見方に対する

付加物であるように見えるかもしれない。学業成

績による匿分は、ある個人の才能と経済社会の中

でおそらくそうなるだろうタイプの役割を選定す

る第一の手段である O サポート・サービスは、生

徒が多かれ少なかれ平等な基盤の上で、学業競争
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に参加しうることをただ保障するだけである。た

とえば、貧闘な生徒たちは無料の、あるいは割引

された価格の食事を供給され、それによって身体

的には学ぶことが可能となることもある。その他

のサ}ピス、たとえばスクールナースあるいは

ソーシャルワーカ…は、通常は学校の中のある集

団やすべての集団に対して同様な役割を演じてい

る。

しかしながら、倍々のニーズに合わせるという

考え方は、学業成績による毘分や、サポート・サー

ビスに関する隈定された争点を越えて進みうる。

これらのカテゴリーが、実際これまでそうであっ

たように、なぜ、継続して拡大していかないのか、

あるいはニーズに合わせた新しいサービスは、

校を通じて提供されるべきではないということに

は、明瞭な理由があるわけではない。デューイの

の中にある「もっとも賢い親 (the wisest 

parent) Jのような学校では、理想的にできるだけ

完全な方法で子どもたちをサポートすることを試

みるかもしれない。学校は、学業と非学業の両方

の点、で (r社会的視点Jsocial view)、できるだけ

幅広く正確に記述された (rめいっぱいの成長」

full growth)それぞれの生徒の個人的なニーズを

満たすべく努めるかもしれない。一つの共通の表

現方法において、学校は「知・情・意の発達した

全人的な子ども J (the whole child)を教育しよう

としたのだろう。

もし一連のニーズを満たすという考え方がさら

に必要なだけ採られたならば、その時は教育イデ

オロギーに関するまったく別個のテーマ、あるい

はストランド(脈絡:訳者注)を見いだすことが

可能である。ある共通の教育経験を与えること、

あるいは生徒にその経詩的役割のために準構させ

ることは、それぞれ個々の生徒のニーズに取り紐

むという幅広い使命の中での、ごく一部のことに

なるかもしれない。この見解からすれば、学校と

いうのはアカデミックな遂行といったことだけで

なく、もっとも幅広い言葉でいえば、制人の発達

や適応といったことをも含む、若い人々を援助す

るための繭広い権限委託をもった社会サーピス機

関となる。家族問題が明らかに生徒の発達に影響

することからすれば、この権限委託は生徒の家族

まで及ぶかもしれない。その時学校は、そのクラ

イエントすなわち生徒とその家族のニーズ、に応ず

るある専門機関になるかもしれない。「クライエン

タリズムJ (Clientelism)が、学校はそのクライエ

ントのニーズに応答的であるべきだという基本的

考え方を発展させる、特別なテ…マとなる。

もちろん、これらのニーズがどのように、さら

にはだれによって明確にされるかについては難し

い問題がある。学校がそのクライエントに対し、

もっとも賓い親のように行動しようとするかもし

れないという見方は、国室長がその役割をしうるか

どうか、すべきかどうかといった疑問を生起する。

教育は「人々を型にはめてつくる仕掛け」にはな

らないように私事であるべきだという、この主主の

始めに掲げたミル(J.S.ミル:訳者注)の言葉は、

クライエントのニーズに応えること、すなわち学

校選択ということに対して、非常に異なった反応

を暗に意味している。学校選択は、家族に、その

どもたちがどこでどのように教育されるかの選

択をさせることによって、生徒のニーズを規定す

る負強を、国家から家族へとシフトさせるもので

あろう。国家がもっとも賢い親として行動するか

わりに、家族が彼らの子どもたちをよく見るよう

に、その子どもたちのニーズに合った、彼ら自身

の学校を選択することを自由にするのだろう O 市

場メカニズムを通じて、家族が、どんな教育プロ

グラムやサ…ピスが、どんな方法で提供されるか

を決めるのだろう。

そのもっとも極端な形態においては、学校選択

は、国家によって提供された教育を、市場アプロー

チに置き換えることを示唆する。国家は、教育の

費用を補償すべく室長族にパウチャーを提供し、基

礎教育 (abasic education)を提供するために、

学校がしなければならないことについてのいくつ

かの踊広い規那をおくだろう。しかしその他の点

では、市場の中にある会社が、その消費者にある

製品を提供するのとほとんど同じように、学校は

自由に教育やサービスを提供するようになるだろ
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う。公立学校聞の選択プランのような、より多く

制限されたパージョンの中でさえ、学校がさまざ

まなよりよい「製品J を提供することによって競

争するということに関しては、なおかなりの自由

が存在するであろう O 競争そ通じて、学校はその

クライエントのニーズに合うべくプレッシャーを

かけられ、あるいは破産させられるのだろう。

一見すると、クライエンタリズムのテーマに関

するこれらのバリエーション、すなわち「福祉J

と「選択」は、非常に奇妙なカップノレを作ってい

る。学校を通じて福祉サービスを提供しようとい

う提案は、まったく学校選択のアイデアに矛盾し

ているように見える。ある意味では、これらのバ

リエーションは矛蹟であり、それらは閤家に関す

る非常にさまざまな教育的役割を描いている。

方は、揺社サ…ビスへの学校の拡大を予測し、他

方は、国家の役割を学校(公立であれ私立であれ)

に対するもっとも基本的な規射を定めることだ、け

へと縮小する。と向持に、両方のバリエーション

ともに、学校は生徒と家族のニーズに適応すべき

であるというクライエンタリズムの中心的考え方

を、まさに反映しているのである。両方とも、こ

れらのニーズの多種・多様性は、単一のコモン・

スクールによって、あるいはテストとカリキュラ

ムのグルーピングという標準的な教育手段を通じ

てでさえ、実現され得ないだろうということを示

唆している。それゆえ、どちらのバリエーション

でも、学校はそれがなすことについてより柔軟で

適応しうるものでなげればならない。福祉と選択

は、似かよった目的に対するまったく別個の手段

であり、学校をまさに多様なニーズに応答させる

ものである。その基本的な違いは、爵家あるいは

家族がそうすることに対する第一の作用 (mecha-

nism)になるかどうか、ということである。

たとえとにかく認められているとしても、クラ

イエンタリズムは、教育イデオロギーの中では従

層的なテーマであった。学校はつねに多かれ少な

かれある程度社会サービスを提供することに関

わってきたが、しかしその関わりは概して場当た

り的で、非組織的なものであった。プログラムは、

学校の役割に関する侍らかの組織だった考え方の

一部としてよりも、むしろ付加物によって拡大し

てきている。たとえば、難しい状況の中でもっと

も効果的であったいくつかの学校というのは、そ

のコミュニティに、とくに移民集問や貧関躍にさ

まざまな方法で関わってきた学校である。しかし

ながら、これらの「揺祉的」課題は一般的には一

次的なものとして見られ、何らかのより大きな

テーマあるいは呂的によってというより、学業的

努力をいっそう可能にさせる必要性によって促さ

れてきた。同様に選択という考え方も、つい最近

まで、主として理論的な興味の問題でしかなかっ

た。ミルトン・フリードマンが30年前にパウ

チャ…・プランを示したとき、本当の政策的オル

ターナティプとしてよりも、目新しさによって住

目された。州、沖地方自治体が、教育改革への可能

性のある戦略として選択を真剣に考え、あるいは

実験しているのは、つい最近のことであり、それ

らの提案はかくして非常に制限されたものであ

る。選択プログラムの大部分は、公的部門の現在

の慣例からは、もっとも控えめな逸脱に関わって

いるにすぎない。

学校に対する福祉と選択の要求はともに、教育

の諸話的の定義する際における、個人主義の論理

のより強い拡大といったことを意味している。そ

のような本質的に異なった種類の要求が、現在も

そうであるように、同時的に考慮されるというこ

とが、個々人のニーズに基盤をおく議論のレトリ

カ/レな強さに対する証拠である。これが、「クライ

エンタリズム」は生まれながら持つ権利として当

然考虚されるべき価値がある、という考え方を補

強する。この主主では、二つの議論(福祉、選択)

を、学校をクライエントにより応答的にさせる異

なった方法として検討する。ここでは、先のテー

マでもそうであったようにある緊張があり、そし

ておそらくこの場合は、このテーマに関するバリ

エーションの間に、あるあからさまな矛績がある。

ここで再び他のテ…マと同じように、両方のバリ

エーションとも過剰と不足のジレンマに直面し、

そして「最小眼への傾向J (bias toward the mini‘ 
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mum)が、代表的なそしてもっとも安全な制度的

方針となる。ここでの合意は、クライエンタリス

トの提案は、どちらのバリエーションでも、それ

らが互いに、そして他のテーマでも説明さFれた公

教育の自的と両立しうる方法で作動するとき、

もっとも信頼できそうだということである。公立

学校は、「福祉」プログラムや選択を通じてより応

答的でありうるし、あるべきであるが、しかしこ

れらは、ある共通の、公的に提供される教育とい

う幅広い制限範囲の中で追求されるべきであろ

う。そうではあっても、福祉あるいは選択のどち

らかを通して、いかに学校を応答的にさせるかに

ついては、多くの経験にもとづく実践上の問題が

ある。

クライエントとニーズ:家族、コミュニ

ティ、 rlEPJ、選択

学校と家族の間にはつねに侍らかの南部感'情や

緊張がある。自由な民主主義社会における公立学

校の自然な姿は、学業以外のことについては家族

にゆだねている。他の方法を採るということは、

国家制度を私的領域に侵入させるということであ

る。多くの学業に関する事柄でさえ、たとえば3

章で議論した道徳教育の問題でも、似たような意

見への同意がある。と同時に、その保護者の機能

や子どもに行使しなければならない権威という点

で、学校はつねにある棋度親業(inloco parentis) 

を演じている。それはある種の第2の家族となる。

さらにまた、学校はたんなる一つの教育制度以上

のものとなる。その教育的課題は、不可避的に、

生徒や家族とより幅広い社会的関係を形成するこ

とを伴うものとなる。家族がある重要な教育的役

割をもっていること、あるいは学校の社会的役割

が不可避的にその主要な教育的課題を越えて進ん

でいくことは、ほとんどだれもが疑いえない。理

想的には、学校と家族が損じる役割は補完的であ

り、相互に支え合うことである。愛すべき家族と

効果的な学校というのは、子どもに健全な情緒

的・知的発達のための手段を与える。両者が重な

り合う課題を遂行する中で、家族と学校は互いに

強くなるのだろう。

明らかなことであるが、この理想は完全に達成

されたことはない。繰り返し、学校は家族の変化

に対応して、その実銭とプログラムを変化させね

ばならないといわれてきた。学校は、理由が何で

あれ、家族ができないことをしなければならない

とされている。かつてのコモン・スクールでさえ、

とくに移民の第1波の時期には、家族や集団の紳

を越えた市民精神 (acivic identity)を提供する

ものとして理解されていた。 20世紀への転換期に

おいては、さらに増えつつあった移民や産業化に

よって生まれた大都市における諾状況が、学校で

の新しいサービスやプログラムを、多くの人々に

勧告させた。幼稚腐プログラム、スクール・ラン

チ、ヘルス・サーピス、運動場、学校敷地内での

リクリエーション施設の発達、あるいはその他の

コミュニティ・プログラムは、学校の社会的役割

に関して広がりつつあった見解の一部であった。

J.スプリング(Joel Spring)がいうように、 r19世

紀末の諾変化は学校を主要な社会機関に変えつ

つ、教育の中心地以上のものにしたoJこの役割は、

一般的にもはや子どもたちを適切に励ますよう

な、とくに教育を支えるようなものではなかった

環境への、必然的な対応、として受け取られた。

上記のような、提案され実行に移されたサービ

スのパッケージの中には、かなりのバリエーショ

ンがある、といったことに控目するのは重要なこ

とである。あるものは、子どもを生徒一クライエ

ントとして、より直接的に対象としている。これ

らは、幼稚圏、体育、運動場の設備、健康教育、

スクールナースなどを含んでいる。他のものは、

さらに幅広い範囲で家族を、あるいはより広いコ

ミュニティ・識字教育、「同化J(americanization) 

プログラム、さまざまな種類の家族援助などを取

り込んでいる。デューイによって支持され、 1ア

ダムスがかかわったセツルメント・ハウス運動の

中で具体化されたもっとも輔広い提案は、学校を

コミュニティ全体の社会センターとして構想する

ものであった。それは、教育をはるかに越えて、

コミュニティの会合や政治的討論のための公開の

場を含んだ、多様な社会サーピスを提供するもの
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であっただろう。この範囲のオプションでは、ク

ライエントの概念も、教育ニーズの範閤も、とも

に狭くにも広くにも定義されうる。クライエント

の概念は個々の生徒からコミュニティ全体までの

幅がある。教育的ニーズは学業的なものとして狭

くも定義されるし、あるいは「全人的な子どもJ

という言葉の中で、より広く定義されるかもしれ

ない。それらはさらに、家族播社 (family out-

reach)あるいはコミュニティの組織化まで広が

るかもしれない。これらのカテゴリーは重なり

あっているかもしれないが、より社会的な教育の

見方(教育の社会的視点の拡大)が必要であり、

かつ翠まれていたということを蔵流に据えた考え

方を反映している。

驚くことで、はないが、学校は最小限への傾向を

はっきりと示してきているo すなわち、より狭義

のクライエントとニーズといった考え方、それゆ

えより狭いプログラムやサービスの方向へと向

かつてきている。たとえば、幼稚園、体育、鍵康

教育を通じて子どもを直接「教育」しようとした

プログラムは、子どもたちの状態に対する、学校

による特定の目的を持った対応であった。それら

は自然の、論理的な発展のように思われた。イデ

オロギー的には、それらはまた、現れつつあった

人的資本のテーマとかかわる個人主義的な焦点化

とよりよくかみ合うものであった。さらにまた、

実践的・政治的な開題として、子どもたちへの直

接的な利益を実証しうるこれらのオプションは、

より好意的に正当化され、簡単に学校の使命の一

部分として制度化された。「個々人の最大限の成

長J (full growth of individuals)のために教育す

るという革新主義の教育学的考え方は、コミュニ

ティ形成(communitybuilding)という政治的な

危険を伴う冒険的事業よりも、これらのオプショ

ンを通じて、よりたやすく調和されるものであっ

たかもしれない。政治的に見て、コミュニティ形

成ということは、「学校を政治の外へ連れ出す」こ

とが重要であったということから、ある疑いを

もって見られていた。

たしかに、子どもたちに向けられたプログラム

やサービスと、家族やコミュニティに供給される

それらとの簡に、くっきりしたラインがあるわけ

ではない。たとえば、幼稚園の経験が、適切な習

慣や美徳に関して、親とくに移民の親たちを教育

することによって、家庭に有益な効果をもたらず

であろうと、しばしば期待された。言語教育ある

いはその他の「同化政策Jの諾形態も向様に、大

人たちに拡大されえた。子どもたちを対象とする

健康やリクレーション・プログラムもまた、学校

の設備がー殻にそうであるように、コミュニティ

に貰献した。にもかかわらず、一つのコミュニ

ティ・センターとして学校を考えるというどんな

幅広い野望も、一般的には実現しなかった。社会

プログラムのさまざまな要素が学校の中で混ぜ、合

わされるにつれて、コミュニティ形成という考え

方は、学業施設 (academicinstitution)としての

学校という、より狭義の役部に従属させられた。

教育「工場」のように出現しつつあった学校の学

業組織に適合し、もっともはっきりと影響を与え

たこれらの諸課題は、もっとも容易に受け入れら

れ、制度化された。たとえば、幼稚菌とスクール

ナースは教育を可能にするものとしてすぐに正当

化され、さらにリクレーション施設でさえ、この

視点から見られた。より一般的にいえば、家族や

コミュニティ形成を対象とするソーシャルワーク

というより大きな事業は、学校というある認知さ

れた能力範囲あるいは合法的範囲においては、よ

り一層不鮮明なものとなった。福祉は、中等学校

が発達するにつれて、教育とは離れた事業となっ

た。

学校が幅広いコミュニティ形成という点である

役割を演じてきたという程度についていえば、そ

れはしばしば、むしろ制度あるいは組織だ、った努

力を通さないものであった。効果的な学校に関し

て共通して引用される特徴の一つは、コミュニ

ティに影響を与える能力、とくに家族の参加を励

ますものである。たとえば、一方での学校と他方

での家族、コミュニティの開におけるある種の個

人的な非公式な相互作用は、多くの(原文では

mayとなっているがmanyの誤植であろう:訳
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)豊かな郊外学匹においてはかなりありふれた

ものである。しかしながら、これらの環境の中で

は、それは、しばしば福祉というよりむしろ学業

に関わる連携、リクレーション、熱狂的支持に必

然的に伴うものである。より貧困な学区において

も、これらのコミュニティ形成に向けての非組織

的な努力のあるものは効果的であり、あるいは感

動的なものでさえある。先生や校長が、生徒とコ

ミュニティの関係についてさらに幅広い見地にた

ち、国難な境遇の中で成功した物語は数限りなく

ある。よく引用される事例は、 1940年代のイース

ト・ハーレムで校長であったレオナルド・コベロ

(Leonard Covello)であるo コベロは生徒やその

家族を個人的に必ず知るように努めた。彼はその

地域のイタリア系アメリカ人の文化を尊重(そし

て共有)した。彼は「多文化主義が流行するずい

ぶん前にそれをほめたたえJ、学校を一種のコミュ

ニティ・センターとして特徴づけるような、数多

くの制度上の整備を創造した。しかしながら、こ

の務豪的影響力の鍵となったのはコベロ彼自身で

あった。彼のパーソナリティと、それどころか彼

の「クライエントJ との関係における彼の権威主

義的見方が、この問題の本質を決めた。彼の指導

力は官僚主義的というよりも、よりカリスマ性を

持ったものであった。

コミュニティに対する、このような何者かによ

る個人的関係は、プログラムではない。教育サー

ビスはある大きな社会的脈絡の中で理解され、そ

してより組織だ、った方法で供給されることが必要

だという考え方は、何らかの首尾一貫した形態あ

るいは何らかの永続的な努力を伴っていたとはい

えないが、繰り返し、一時的な正当性を獲得して

きた。第ニ次大戦後の短い期間であったが、「生活

適応J Oife adjustment)の考え方は教育者に大き

な影響を与えた。それは、大学に行かない、とく

に職業コース (vocationaltracks)にも所属しな

い若者に対して、学校は「全人的な子ども」を教

育するための一部として、広範囲な社会的スキル

を発達させることを呂指すべきである、と提案す

るものであった。それは明らかに、多くの非学業

的課題、たとえば人間関係、実践的スキル、趣味

といったものでさえ含むものであった。そこでは、

真偽のほどはわからないが、そのニーズが、その

持のアカデミックなカリキュラムあるいは職業的

カリキュラムに合っていなかったとされ、教育の

考え方は、クライヱントのカテゴリーに役立つ方

法として、社会的スキルまでを含む形で京げられ

た。特定のクライエントのニーズに合うべく教育

制度を広げようという試みのもう一つの例が、

菌戦争の一部として 1960年代に現れた。貧困対策

プログラムのパッケージの一部として、学校は一

連の社会サービスに関わったのだろう。ヘッドス

タート・プログラムは、しばしば子どもたちに就

学準備させようとしている渦中にある家族までを

も含みつつ、学校の守備範囲を就学前の時期にま

で広げようとした。タイトル Iの予算は、貧困な

生徒やマイノリティの生徒のために、学校に教育

的サービスとその他のサービスを付け加えようと

する機会を提供した。モデル・シティ (Model

Cities)におけるより総合的なプログラムは、学校

は一連の活動のためのコミュニティ・センターに

なるかもしれないことを示唆していた。学校はセ

ツノレメントハウスに似たコミュニティ・センター

に近づき始めようとしていたかもしれない。

これらの事例においても、革新主義の時代にそ

うであったように、学校の役割を広げようという

試みはかなり短命であった。生徒中心の教育

(student -centerd-instructi on)を目指した他のい

くつかの運動とともに、生活適応の考え方は、学

業の離しさに敵対するものとして非難された。そ

れは、学校から期待された何かを与えられる生徒

に対して、あまりにせいものと思われた。学校は

アカデミックな要求を増加させることによって世

界競争のために結集すべきだというために、とく

に戦後の共産主義の脅威といったことが使われ

た。間様に、貧国戦争もまたすぐにもう一つの戦

争による要求の犠牲になった。学校の組織的な努

力を拡大することによって貧国と鶴うというの

は、とくにベトナム戦争の需要を考えれば、われ

われが持っていた、あるいは生みだそうとしてい
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たよりも、さらに多くの知識と資源を必要とした

であろうということは明らかとなった。どちらの

場合にも、概念形成的に、政治的にもっとも

と考えられた道は、子どものアカデミックな可能

性に夜接インパクトを与えるものとして見られう

る種類のプログラムやサービスに、学校の役割の

拡大を眼定することであった。たしかに、これら

の鎮域における学校の役割は、これまで漸進的に、

たとえばヘッドスタートによる就学前教育におい

て増加してきた。しかしそれは、決して学校の使

命の組織的な一部分になったことはなかった。た

とえば、ヘッドスタ…ト・プログラムが、その資

格のある部分の、ほんのわずかに対してだけしか

利用されていないことは、幅広く知られている。

おそらく一つの領域において、われわれは本格

的なクライエンタリスト・アプローチが意味する

かもしれない伺かを見ることができる。それは特

別なニーズ、たとえば身体的あるいは学漕障害を

もった生徒たちのための教育分野に生じている。

これらの領域では、それぞれの生徒が、彼または

彼女の状況に応じた個人的な処置(治療)を与え

られている。儲人化された教育プログラム (IEP)

の発達は、プログラムをその生徒の特別な必要条

件に合わせて作ることを意味している。そのプロ

グラムは、必要とされる学業的・非学業的両方の

サ…ピスを利用している O どんなIEPでも、理学

擦法士、サイコロジスト、ソーシャルワーカ一、

さまざまな他の特別サービスを利用することがで

きるかもしれない。この過程で大事なことは、満

たすべき個別的なニーズを特定するための診断と

分類である。どんな特別なケースでも、親、教師、

専門家、その他の人々の間で相当の議論があるだ

ろうけれども、すべての関係者は、その問題とな

る生徒個人のニーズに合わせることにおそらく第

一の関心を寄せる。そのようなプログラムの正当

性は、これらの生徒は個別的な注意を必要とする

特別なニーズを本当にもっている、という認識か

ら生じている。それと同様に重要なのは、これら

のプログラムが、そのような努力は一貫した、組

織だ、ったやり方でなされねばならないという認識

に立っていることである。この渦中にあるさまざ

まな関係者は、つねに必ず、その努力を互いに連携

する。この種の全体的な継続的な努力がないなら

ば、これらの生徒はほとんど、あるいはまったく

公教育の利議を得る機会はなくなるだろう。これ

らの生徒たちは、学業プログラムを越えた範到の

サービスを受けることが必要であり、その髄債が

あるということ、そしてこれらのサービスは互い

に切り離すことはできないし、すべきではないと

いうことは、広く支持されている。

しばしばはっきりとは表現されていないけれど

も、これらの特別なニーズをもった生徒とその他

の生徒の間にある明らかな類推が見られる。たく

さんの生徒が、公教育の利益を受ける機会をほと

んどか、あるいはまったく与えられない境遇や条

件の中で生活している。彼らの「障害j は、ある

不利な条件を負わされている子どものそれのよう

な、明らかな身体的なものではないが、同じよう

に障害であり得る O まさに、すべての生徒が学ぶ

べき準備をして学校をスタートさせるという、現

在の改革運動の第1の目標が、これらの種類の問

題に対する社会的な承認を表現している。それは

また、適切な公教育の範囲というのは、学校の建

物やその中でのアカデミックな、あるいは職業的

なプログラムを越えて進むものかもしれないとい

う意識を反映している。もちろん大きな障害は、

生徒が勉強しようとするのを国難に、あるいは不

可能させている一連の要因に取り組むために、

校が何をなし得るか、なすべきかということを、

概念的に、計画的に、いかに明確にするかという

ことである。

これらの問題に取り組むことの腔史的な諸国

難、とくに「クライエント」と「ニーズ」の定義

や、そして現在のプログラムのつぎはぎ的な、部

分的な性格にもかかわらず、より総合的な、統合

されたサーどスやプログラムが発展させられるべ

きだという意識は、依然として大きくなっている。

私が以下で議論するように、クライエントに対す

る学校の側からの、相当自意識過剰な(しゃちこ

ばった:訳者注入組織的な「福祉」アプロ…チの
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例は多く存在する。学校はしだいに、何よりも平

等である教育に一連のサービスを提供する描祉機

関 (welfareagency)のように見られている。こ

のさまざまなサービスは、生徒によい教育 (a

qualityeducation)の機会を与えることを目的に

している。かなりの数の提案や経験があるが、教

と社会サービスをより組織立て、クライエント

中心のアプローチで結びつけようとする、より公

的な性格を有するプログラムが発展させられてき

たのは、つい最近のことである。

福祉的アプローチと学校選択の提案の聞には、

理論的にも、実践的にも、まったくギャップがあ

るように見えるかもしれない。このギャップに橋

渡しをする一つの方法は、福祉的アプローチに関

するいくつかの批判に雷及することである O たと

えば、歴史家たちの中には、学校の拡大された役

割ついて懐疑を表明している者もいる。彼らは、

その自的は移民に対する社会的統制をより強力に

働かせ、彼らを「良き市民J にするためにあった

という。これは、移民家旗はともかくも欠陥があ

り、彼らの価値観や規範は、学校やしたがってま

た国家のそれに従わされるべきだということを意

味していた。皮肉にも、しばしば政治的領域にお

ける左派からなされたこの種の批判は、右派とよ

り性分の合うクライエンタリズムのあるパージョ

ン、学校選択を連想させる。家族に対する、より

幅広い範閤のプログラムやサービスの発達の中

で、暗黙のうちに意味されているのは、狭義にあ

るいは広義にどちらに定義されようとも、自らの

状況に対応できない、とくに子どもたちの教育に

対処できない家族もそこにはいる、という考え方

である。

しかしながら、失敗したのは家族ではなく、学

校あるいはおそらくまさに社会そのものであった

といわれるかもしれない。家族が本当に必要なの

は、地元の学校の失敢に対応する何らかの手段、

および彼ら自身のニーズを決める機会であると

論されるかもしれない。生徒のニーズを決め、そ

れを満たすべく学校を当てにするかわりに、選択

の考え方というのは、その課題を家族にシフトさ

せる。それは、もしもその機会が与えられるなら

ば、家族は何らかの家長約国家機関(paternalistic

state agency)よりも、自らのニーズをよりよく

明確にし、追求しうるといったことを暗に示唆し

ている。選択は、市場あるいは類似の市場メカニ

ズムを通じて、家族に彼らのニ…ズを決めさせる

媒介物になる。これらのメカニズムが、競争によっ

てより改善された教育の提供へと、次に導くとい

うのであろう。

福祉的アプローチの場合のように、最近、選択

という見出しのもとに該当するプログラムや提案

には、幅広いさまざまなものがある。フリードマ

ンのオリジナルな選択提案は、シンプルかっラジ

カルなものであった。生徒たちはパウチャーを与

えられ、適切な保証された学校であればどこでも、

教育サービスと交換できるというものであった。

それゆえ教育機関は、ちょうどその他の会社が市

場の中でそうであるように、生徒のために競争す

るのだろう。パウチャーはもっともラジカルな選

択のためのオプションであるけれども、現在のた

いていの選択に関わるオプションは、公的な部門

内で起きている。これらは、外!範留での選択プロ

グラムから「学校内の学校」における選択まで、

あらゆるものを含んでいる。これらの多様なオプ

ションの基礎にある中心的な考え方は、家族にプ

ログラムや学校を選択する擦のより大きな自由を

与えることによって、生徒のニーズは直接的に家

族によって決められる場合のように、よりよく満

たされるであろうというものである。もちろん、

ここで鍵になるのは、個々の家族が彼らのニーズ

が何であるかを決めるということであるJクライ

エント J が「泊費者」となり、そして消費者が集

合することによって、選択を通して提供されるも

のを決めるのである。これは、公立学校が一つの

法的独占のように、アカデミックにであれ何であ

れ、子どもたちが伺を欲しているか、それゆえ何

が提供されるかを決めるという状況に対しては、

ましいことだと議論されている。福祉的アプ

ローチが国家の及ぶ影響範囲を広げようとするの

に対して、選択はクライエントのニーズを決定す
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るという点においては、国家の役割を制臨するの

である。

学校における組織的社会サービスの発達や大規

模な選択プランの提案は、クライエンタリズムが

アメリカの公教育において注院すべきテーマに

なっていることを示している。福祉あるいは選択

どちらにとっても、クライエンタリスト的アプ

ローチは、できる限り学校サ…ピスの轄を広げ、

そして個人化するということを必然的に伴ってい

る。これらのプログラムや提案が発展するにつれ

て、明らかにそれらの開題点ははっきりしたもの

となる。たとえば、福祉ニーズの定義やサービス

の連携、選択の実現性や妥当性に関しての探開も

ある。さらにそのよに、クライエンタリストの関

心事は、以前に議論した、その他のテーマに関す

る住居や資掠をめぐる溝在的な競争相手のーっと

なる。これらの問題点を説明する前に、クライエ

ンタリストのテーマに関するバリエーションを検

討することが、とくにそれらが過剰と不足のジレ

ンマといった問題そ提出しているので、有効であ

る。

2 r何を ?J、rどニまで?J :クライエンタリ

ストのテーマに額するパリヱーシ藷ン

クライエンタリズムを、公教育におげる弁別的

なテーマにしていることがいくつかある。それは、

学校とクライエントあるいは消費者としての生徒

およびその家族の聞の関係に関する、さまざまな

輔のある考え方を含んでいる。どちらのバリエー

ションでも、クライエンタリズムは、教育に対し

てより摺人主義的なアプロ…チをとり、家族と公

立学校の基本的関係に関する議論を自の前に持っ

てくる。個人(家族)に合わせて教育を作るとい

うことは、人的資本の見解の中にあったように、

いくつかのアカデミックなあるいはカリキュラム

のカテゴリーに制限されるのでなく、むしろそれ

は、ニーズの範囲と多様性への (r全人的な子ど

もJ)より大きな関心を含んでいる。何らかのより

大きな社会的自的、たとえば文化的統合あるいは

経済的発展のために教育を利用することから、

倍々人のニーズに合わせることへの強調のシフト

は、教育にはどんな意味があるのか、それはいか

に公共的であるべきかといったことを含みなが

ら、公教育について多くの事柄を再考することを

可能にさせる。それに較べてありていにいえば、

学校選択の場合には、問題は、とにかく国家が教

育に直接的に関わるべきかどうかということにな

る。

クライエンタリストのテーマ(関 l参照)に関

するバリエーションについておもしろいことは、

それらがいずれも現在の事業から新しい発展を、

しかしまったく別な方向において映し出している

ことである。クライエンタリストのテーマの中で、

学校が「伺を」するだろうかということの質問は、

実際は「だ、れが」するだろうかということである。

とくに、個々の生徒のニーズを定義するのに、だ

れが中心的な権威の源泉になるのだろうか。国家

かそれとも家族か。暁らかに、子どものニ}ズを

満たすということは、つねに学校と家族の共有す

る賓任であり、かつ緊張の源泉でもある。このテー

マに関するバリエーションは、これらの責任(r何

の?J) を話し合うさまざまな方法を示唆してい

るo それぞれのバリエーションにとって、再び最

小限と最大限のバリエーション (rどこまでJ?) 

があるだろうし、同じようにそれらは互いの緊張

の中にある。

福祉のバリエーションは、狭いアカデミックな

を越えて、生徒や家族のニーズに関するより

幅広い社会的見方へと、学校は進むべきだという

ことを示唆している O 最小限のところでも、学校

はさまざまなサービス(ナース、スクール・ラン

チ、ソーシャルワーカー)を通して、このうちの

いくつかをすでに実行している。しかし、これら

は主に場当たり的に、深刻で自に見える問題を抱

えた生徒に提供されているだけである。学校が

f余々にそのサービスを広げるにつれて、個々人の

要求により密接に合わせたプログラムを作るこ

と、そしてニーズに関して、今までになく幅広い、

より制限のない自由な定義へと関心を向けること

が、可能となる。現代の改革運動の中のあるもの

は、これがただ単になお十分に進んでいないとい
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私事化/パウチャー 「ワン・ストップ・ショッピングJ

コミュニティセンターとしての学校

給付金 (stipends)、 諸機闘を連携させる学校

税額控除

州、学区間選択 家族サポート、サービス、

福祉 (outreach)プログラム

「統制された」学毘内選択 学校発達 (schooldevelopment) 

プログラム

最

大

限

最

小

限

関5-1 rクライエンタリズム」のテーマに関するバリエーション

うことを示している(不足)。より大がかりアプ

ローチは、生徒に対して、より幅広いより総合化

されたプログラムを提供しようとするだろう。そ

れは、とくに家族にまで手をさしのべ、倍統的に

はアカデミックなものとして見られないかもしれ

ない一連の(福祉)サービスをも提供しようとす

るだろう。

しかしこれらのプログラムやサービスの拡大と

いう点で、学校は、そのキャパシティや合法的範

盟を超えて進んでいくかもしれない(過剰)。明ら

かに、学校が一連の揺社サービスを発展させるこ

とについては、とくに緊縮財政の時期には難しい

ものとなる。実際的な障害もいくつかある。館人

のニーズを決めることに関する明白な概念的問題

もまたある。おそらく考えられるところでは、そ

れぞれの個人個人も一連の特色あるニーズを持ち

うるし、おそらく持とうとする。それぞれの生徒

のためにそれらを定義し、ましてや満たそうとす

ることは、もちろん非実際的であろう。たとえわ

れわれが、どんな麓類のサービスが妥当であるか

についての見解を決めたにしても、われわれは、

それらを提供するための実瞭的な知識や政治的意

恋、あるいは財政的キャパシティをもっていない

かもしれない。問様に重要なことは、学校が思い

切ってこの領域に進もうとするときに、それらは

しばしば批判されてきていることである。そこで

は、学校があまりに多くの課題を引き受けてきた

こと、あるいはもっと悪く「セラピ…的」な方針

が、その学校のアカデミックな目的そ危換にさら

してきたことが暗にほのめかされている。

ここにも再び過剰と不足のジレンマがある。一

方では、発展しつつある揺祉プログラムは、国家

は学校外の諸問題をもっと補償するべきだという

ことを意味している。教育を国難にさせているあ

るいは不可能にさせている家族の状況や、その他

の外的諸困難に、学校が応えようとすることには

納得できる理由がある。他方では、クライエント

のニーズという概念は、非常に幅広くかっ自由で

制眼のないものであり、それゆえほとんど、臨家

は代理あるいは代用家族になるかもしれない。政

府がそうすることへの展望は、この「私的」領域

に関連する活動の合法性に関し、いくつかの疑問

を生じさせる O 生徒の非教育的ニーズを決め、必

要を満たすことにおいて、国家はどこまで進むこ

とができるか、進むべきかについては、重大な問

題がある。そのような状況においては、国家は

「もっとも賢い親」として行動するとは思われず、

むしろ「人々を鋳型にはめる装置j として行動す

ることが、 1芭'撲されるかもしれない。

選択アプローチは、国家の役割を拡大すること

よりも、むしろ契約することによって、多様な生

徒と家族のニーズに応えようとする。学校が生徒

のニーズを決め、それに応えるということに依存

するかわりに、家族が学校を見てそのニーズに合

うものを選択するという点において、家族にもっ

と多くの自治と責任が与えられるべきだというこ

とが議論されるかもしれない。この煮のはじめの

ミルの言葉の中にあるように、選択プランの支持
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者は、学校選択は「競争経験Jの可能性を広げ、

その他の学校を「ある優秀性の標準にまで維持さ

せるような」、恒常的な「手本と刺激」を提供する

という。現代の選択の擁護者たちが、私立学校が

この役割を果たしていると見ている一方で、ミノレ

が国立学校をこの機能を遂行するものとして見て

いたのは、皮肉なことである。選択の支持者たち

はまた、私立や宗教系学校の産品織的効率性や学業

中心的性格(だから成功)を指摘し、これが選択

と競争の結果であると主張するo 彼らは、これら

の学校は市場メカニズムがこれらに成功するよう

に刺激を与えていたので、公立学校が失敗してい

るところで成功したと主張する。教育をめぐる市

場を創造することによって引き起こされる競争

が、よりよくニーズを満たすであろうと議論され

ている。なぜなら、そのニーズの決定を家族の費

任でさせるからである。クライエントのニーズを

よりよく満たす学校は繁栄し、しない学校は失敗

するのだろう。

選択を好む人々によって使われるもっともパワ

フルな、レトリカルな仕掛けの一つは、公立学校

は一つの独出であるということに注目することで

ある。ある家族は、その学毘を移動しない限り、

学校が与えるどんな「製品」をも受け取らなけれ

ばならない。選択は、過剰と不足のジレンマの上

にある反語的なバリエーションを生み出すことに

よって、この連鎖を打ち破るかもしれない。一つ

の独占体として、学校はすでに生徒のニーズを規

定することにおいて度がすぎていると議論されて

いる。このように、現在のシステムが、家族に子

どもたちの教育プログラムや学校を選択させるこ

とはあまりにも少ない。この場合の(受容できな

い)r最小限に向けての額向」というのは、親の自

治と選択の最小限化ということである。選択の方

法によって「より多く」をなすことは、これらの

教育的決定における国家の役割を減少させること

を意味する。それゆえ、選択バリエーションの最

大限のパージョンは、ミルの見解にあるように、

闘家がその役割を最小限にするためにある。盟家

は、たとえばパウチャーやその地の私事化の形を

取って、教育システムからできる隈り自らを取り

除こうとするのであろう。

いうまでもないことだが、選択に関する提案は、

それらが公的に提供された教育の伝統的システム

に帯在的に挑戦して以来、大変な論議を呼んでき

ている。選択に関する論議の多くは、実接的、経

験的な問題の周辺で、たとえば選択プランをどの

ように実行するか、あるいはどんな形の選択であ

れば、現在のシステムより、よりよいアカデミッ

クな結果を生み出すかというように展開してい

る。また選択は、あるグループ、とくに貧回顧と

マイノリティに対してより悪い結果を生み出すか

もしれない、ということにも関心がおかれている。

彼らは、よい教育サービスを得るための十分な経

済的行動力や消費者的知識、あるいはその両方を

欠いているかもしれない。他の反対理由は、より

理論的に、私事化は公教育の中心自的、すなわち、

すべての生徒が社会参加や市民精神のある観念を

発展さずべきだ、ということを破壊するというも

のである。これらの反対の多くは、ある種のパウ

チャー・システムを通じた、公教育のラジカルな

私事化に向けられている。改事のための一つの可

能性をもった戦略としての、公的なシステム内で

の統制された選択には多くの支持がある。しかし

ながら、どんな形での選択であれ、その基本的な

批判は、教育の利益は仮に疑いを持つことではな

いにしても慎ましいものであり、教育はある種の

私的な消費財のように、基本的には考えられるべ

きものではない、ということを示唆している。

どちらの形においても、クライエンタリズムは、

自由な民主主義理論から提出された教育に関する

もっとも根本的な疑問をいくつか生じさせる。す

なわち、教育における国家の役割、公と私の境界、

「規制」と「市場」メカニズムのメリット、家族の

本質とその国家に対する関係などである。この

テーマに関する選択のノてリエ…ションは、ごく

近発展してきたものであり、まだ概して理論的な

アイデアにすぎないが、まず第1に検討する{面値

がある。それは、家族と学校はどのような関係で

あるべきかに関しての、重要な再概念化を提起す
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ることを通じて、ほとんど丸裸で何がクライエン

トのニーズの役に立っかといった議論を提出す

る。福祉が学校サービスの拡大という長期的鰻向

を拡大し、制度化するということを意味している

のに対して、選択は幾分異なった方向における動

きを意味している。その形態のいくつかにおいて

は、選択はまったくラジカルに異なった制度的フ

レームワークを示唆している O このオルターナ

ティブをまずはじめに検討することが、このテ

マに関する福祉的バリエーションの中で伺が危機

に瀕しているかを見ることを、さらに容易にさせ

る。

3 選択:教育市場

先の諸主主で述べた公教育の多くのジレンマは、

自由な民主主義社会における国家権力への懐疑か

ら来ている。たとえば3章で議論したように、

方では、もし国家が積極的にある道徳的教えを推

進しようとすれば、それはその見解を強いること

への、そして個々人の自由を危検にさらすことへ

の、非難の理由になるかもしれない。他方では、

そのような議論を避けようとすれば、その程度に

よって、それは文化的、政治的統合にほとんど伺

も準備していない、と非難されるかもしれない。

学校選択に関する提案は、ミ lレのような自由擁護

論者的伝統の中で、このジレンマに対して異なっ

た方法を示しているoそれらは、多かれ少なかれ、

教育制度の呂標やプログラムを決める際に、国家

の力を取り去ろうとするものである。この力は家

族へとシフトされ、家族が市場メカニズムを通し

て、学校が何を提供しようとするかを、最終的に

決めるというのであろう。そのようなシフトが、

家族の自治や消費者の主権に関わる問題として護

感的に望まれているだけでなく、市場という形の

競争を通じて、よりよい教育結果を生み出すこと

として望まれている。

いくつかの形の学校選択はつねに存在してい

た。中等教育の私的な供給は 19世紀にはかなり普

通のこととなり、分離した宗教系の学校の確立は

19世紀の中頃に始まっている。今日も依然として

力強い私的部門は存在する。近年カトリックやキ

リスト教系学校の生徒は増加してきている。自由

な民主主義社会における、自由の当たり前の行使

の一部として、憲法上認められた公立学校からの

「脱退」オプションはつねにあった。(もちろん、

私的オプションを利用するには、たとえそれが宗

教組織による、あるいは宗教系学校への間接的な

形態での援助など、さまざまな方法によるもので

あったにしても、附属する割増金が必要である。)

公的部門の中でさえ、どこに住居を構えるかに関

する決定を通して、学校群の布置に対する両親の

選考性の表明を通じて、ある程度の学校選択は

あった。 1960年代においては、統合への努力の一

部であったマグネット・スクールを含むオルタ

ナティブ・スクールもまた、家族へのオプション

の増加に寄与した。これらや他の種類のオプショ

ンの魅力が、最近の選択提案をより人を惹きつけ

るものにしてきている。

教育改主主への戦略としての選択アピ}ルは、

1980年代に確実に弾みがついてきた。ジェーム

ズ・コールマン(James Coleman)による二つの

研究は、私立および宗教系学校が公立学校よりも

一崩効架的であったこと、その結果は生徒のいか

なるパックグラウンドの特徴からも独立したもの

であったことを示している。これが、私立および

宗教系学校をサポートする公的資金が、もしかし

たらうまく使われるかもしれない、という議論に

信用を貸し与えている。 1983年には、複数の裁判

所が、州が非宗派系私立学校に通っている生徒に

授業料税控除を与える、という考え方を支持した。

かなりの数の州、!と地方自治体がさまぎまな選択プ

ランを実行し、そのうちの現在うまくいっている

プログラム、たとえばハーレム第4学区のそれは、

国中の注呂を集め、絶賛さえ受け始めた。

さらに最近では、私事化に向けた経験や提案も

たくさんあり、それらは、その論理的結論として

選択の考え方を採っている。その中には学校経営

を民間会社と契約している学区もある。ウィスコ

ンシンでは、私立学校を選択したいという低所得

家族に、ある制限付きの奨学金プログラムを用意

するために、ミルウォーキー・親・選択プログラ
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ム (theMilwaukee Parents Choice Program) 

を創った。いくつかの州でも同様なプログラムを

経験しつつあり、そこでは州の援助が「チャー

ター」スクールの生徒をサポートしている。最初

はWhittleCommunicationsによって資金を保

証されていたエジソン・プロジェクト (theEdison 

Project)は、畏間の営利事業として学校建設のた

めの財源を計画、求める過程に着手した。結局、

輯広く議論された 1990年のジョン・チャブ Oohn

Chubb)とテリー・モー (TerryMoe)による『政

治、市場、アメリカの学校~ (Politics， Markets， 

and America's SchooDは、公的に統制された学

校の存在そのものが、アメリカの教育問題の根源

であったと述べている。彼らは、パウチャーある

いは「奨学金j プログラムという形において、選

択は教育達成の改善の「万能薬」であると議論し

ている。

いかに卒く、選択の考えが改革運動の議題の中

で自に付くものとなったかが住自される。これら

は諸要閣の結合によっている。もし学校に対する

元々の告発の厳しさや、初期の改革努力の進歩不

足といったことを考えると、まったく異なったア

プローチを約束したものであろうとも、もはやラ

ジカルなものとして非難される必然性はなくなっ

たということであろう。実際それは、「万能薬」と

しての希望を与えたがゆえに、歓迎されているの

かもしれない。改革運動の間ほとんどその力を維

持してきた共和党の行政による自然の共感が、も

し他に伺か見あたらないようだとすれば、市場メ

カニズムが学校問題の救清策になるかもしれない

という考えに対する、誇張した支持を与えている

のだろう。選択の考え方はまた、教育者の中にも

ありそうには思われない政治的支持者を、とくに

マイノリティの中に獲得してきた。彼らは、大都

市という場で、現状よりは悪くなりえないであろ

うという伺かとして、選択のためのロピ…活動を、

自らしてきた人々であった。同様に、チャブとそー

の提案は、ブりレツキングズ研究所によって出版さ

れたが、そのシンクタンクは保守的な政治的見解

を促進することでは知られていなかったところで

あった。要するに、現実味をもった改革への熱望、

経験したいという気持ち、そしてありそうもない

けれども、ある幅広い政治的連合が、選択の考え

にだんだんと正当性を与えてきたのである。

選択プランがそのような支持を集めることので

きる理由の一つは、その考えがとにかくさまざま

な種類の提案に広がってきていることがある。選

択は、地域の学校において伝統的に経験してきた

ものを越えて、家族にオプションを与えるどんな

プログラムにも意味を持つようになってきた。こ

れらは、地方の学区内であるいは州の範囲で学校

を選択するプログラムを含むだけでなく、さらに

は公的資金に非公立学校の選択を保証させること

になるであろうパウチャ…・プランを含むかもし

れない。選択の考えを評価する困難さの一部は、

その概念が非常に多様で異なった、矛盾さえする

組織的可能性をも、包含するようになってきたと

いう事実である。ある初期のレビュー文献は、と

くにマグネット・スクール、学校の中の学校、公

的パウチャ一、専門学校、特別教育活動・プログ

ラム、特別な生徒を対象にしたプログラムなどを

含んだ家族選択モデルには、少なくとも 36のカテ

ゴリーとサブカテゴリーがあるとしている O 間じ

ような複雑な、そして同じように多くのオルター

ナティブを生み出している他の類型論もある。そ

れゆえ選択の考え方は、どんな種類の選択が家族

にとって利用され、どんな条件で、といったこと

が特定されたときにのみ、意味がある O

おそらくもっとも身近な、もっともよくある缶

統的実践からの逸脱は、「統制された」

Ccontrolled)あるいは「学院内JCintradistrict) 

の選択と呼ばれるものである。ある学区の親たち

は、彼らの子どもをどの公立学校に通わせるかを

選択できるオプションを持つ。スペースや人種の

バランスの利用可能性といったある制限の中で、

親たちはおそらく、彼らの子どものニーズのアセ

スメントを基礎にして学校を選ぶ。統制された選

択という考え方にはたくさんのスタイルがあり、

それは学校が実探的な選択を与えるために、それ

ぞれのプログラムを意識的に差奥化するといった
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考え方も含んでいる。たとえば、ある学校では芸

摘を実施することに特殊化するかもしれないし、

他のところでは数学や科学などというようにであ

る。事実上、それぞれの学校が魅力的なプログラ

ム、あるいは特色あるアイデンティティをもち、

親たちにそれを選択するのを確信させるような

「テーマJを提供することによって、マグネット・

スクールになるように試みるのである。同様に、

同じ建物の中にいくつかの異なった種類の学校が

あるかもしれない。第4学s:は、一つの選択プラ

ンにおける、そのようなテーマに関する実践が、

いかに劇的に学区を改善しうるかの、もっとも

要な事例として、しばしば取り上げられる。もち

ろん、そのような統制された選択の論理は、一つ

の学区を越えて拡大されうる。いくつかの州では、

もっとも有名なのはミネソタだが、その州、i内なら

どの学校にも生徒が登録するのを許可する「オー

プン・エンロールメントJ計画を採用している。

他の多くの州でも、最近さまざまな選択プランを

実験しつつある。

注目すべき重要なことは、選択プログラムが開

じように「見える」ところでさえ、そのプログラ

ムがどのように機能するかに影響しうるような、

多くの微妙な地域差がありうることである。たと

えば、「統制されたJ学桂内プログラムにおいて、

学校割り当てに関する決定は、学校あるいは学怪

レベル、いずれにおいてもなされるかもしれない。

入学のプロセスにおけるこの違いは、あるプログ

ラムがいかに機能するかに関して重要な意味を

持っているかもしれない。プログラムが同じ規則

や手続きを持っているように見えるところでさ

え、多くの他の関係要臨(交通手段のニーズ、情

報の利用可能性、あるいはクライエントのプロ

フィール)があるかもしれず、それらは「選択」

が意味するところに影響を及ぼすだろう。さらに

また、内部組織、教員自治、管理などの遂行には、

その他の多くの相違がありうるであろうし、それ

らは重要な影響を持っかもしれない。

上述したプログラムや提案は、公的に統制され

た学校から脱出するための、ある拡大されたオプ

ションを家族に与えるであろうが、そこには何ら

かの断麗線がある。そのようなオプションにとっ

ての重要な鍵は、公的な財瀬サポートである。私

立学校の授業料に対する税謹除の規定は、おそら

く家族により輔広い選択を可能にさせる第一歩で

ある。「チャーターJスクールや、私立学校を選択

するための奨学金の普及は、財政サポートに対す

るさらに野望を秘めた準備である。これらのプロ

グラムは公立学校システムの存在と矛麗しないと

おそらく述べられるだろう。より正しくいえば、

それらは、公立学校はもはや教育市場の中の独占

たりえないだろうということを暗に述べている。

それは、理論的には少なくとも、家族が政府から

の教育「手当」あるいは「奨学金」をどこで使う

べきかを選択することが自由になるだろうという

見通しへの、まさに近道である。そのもっともラ

ジカルな形態においては、もともとはフリードマ

ンによって明確に表現され、そして最近チャブと

モーによって復活されたように、間室長は軽く規制

された産業内部での、ある種の第三者的な支払い

者としての役割を捺けば、多かれ少なかれ教育事

業から予を号|くのであろう O

いったんはラジカルな考えと思われた、そのよ

うなパウチャー・プランが、今や真剣に詑識され、

考えられているということは、選択の考えが自立

つようになってきたことの証拠である。最近の討

論の主要な焦点は、チャプとモーによって提出さ

れた私事化に関する議論である。コールマンとそ

の他の人々によって捜われた、教員、管理者、生

徒に関する長期的な観察と記録のデータを利用し

ながら、チャプとモーは、私立と宗教系の学校が

ただ単に学業面でより効果的であることをいう。

チャプとモーがこの発見事実に付け加えたもの

は、彼らがこれらの差の原田として見るものに関

してのある説明である。とくに彼らは、公的部門

の民主的統制のシステムが、教育の優秀性と両立

しない組織的あり方を生み出すと主張している。

学校を統治する行政装置が、学校をいっそう自治

的に弱め、クライエントにいっそう応答的でなく

させ、それゆえいっそう効果的でなくさせる。す
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なわち:

(引用文略)

チャブとそーの解決法は彼らの分析から直接つい

てくる。国家はちょうど現在の私立学校に許可を

与えているように、学校に免許を与えるのに最小

隈の基準を決めるべきで、許可された学校がその

学校自身の入学基準を使いながら生徒を受け入れ

る権利を持つべきである。もっとも重要なことは、

公的な金が生徒についていくということである。

チャブとモーはとくに、財政、情報、管理、そし

て人種のバランスに関するたくさんの他の条件を

示している。しかしながら、プログラムに関する

重要な鍵は、非常に幅広い範協の中で、公的資金

に支えられた強い自治をもった学校の聞から、家

族が選択の自由を持つことになるだろうというこ

とである。

いかなる形態でも、さまざまな選択プランを支

える基礎となっている論理は、本質的にはチャプ

とそ…によって明確に表現されたものと向じであ

る。他のどんな産業の会社でもそうであるように、

学校は消費者をめぐって競争することになるのだ

ろう。「消費者Jが欲しているものにもっともよく

臨答できる学校は成功するだろうし、そうでない

ものは事業から退散することになるだろう。いく

つかの幅広い制限の中においてであろうが、家族

が彼らの子どもをそのニーズに合わない学校に送

り出すことは、政治的にも経詩的にも強制されな

くなるだろう。このことが、国家権力ゃいかなる

形態の独占に対しでも持つ、われわれの懐疑と共

鳴してくる。さらにその上、学校産業を制限から

解放することは、おそらく集出的手口益をも持たら

すであろう。この種の競争は、学校改革と革新に

恒常的な拍車をかけるだろう(ミノレがいうように

「多くの競争の経験J)。現在の官僚主義的システム

には欠けている、よりよい教育を提供しようとす

る、自然の刺激があるだろう。ある意味で選択は、

それが親と子どもたちになすと閉じように、教員

や校長たちをも自由にすると議論されている O そ

れは、教員や校長たちを縛っていた官探的装農を

投げ捨てることによって、よりよい教育を提供す

べく、彼らに彼らの最高の知識と判断を使わせる

ことを言忍める。

選択の支持者たちは、選択が改革に対する見通

しある戦略であるという証拠は、すでにかなりあ

るという。うまくいかなかったプログラムもある

けれども、たとえあったにしても完全に失敗した

ものはほとんどない。選択には悪いことがないよ

うだ。チャブとモーの野望をもった研究は、学校

の成績と何が学校を効果的にさせているかについ

ての理論との相関に関する個広いデータベ…スの

中で、選択運動にさらに一般的な基礎工事を施そ

うと試みる。公的部門において例外的な「効果的J

学校であることは、競争の必要性からしてまさに

私的部門のルールそのものである、と彼らは議論

する。かくして結局、引き続く教育改革への要求

が、そんなに前のことではないがすぐに忘れられ

てしまっていたものに対して、より受け入れやす

い政治的な環境を提供する。

4 しかしそれはうまく機能するか

いうまでもなく選択の考えをめぐっては、とく

にそれがパウチャーを通じた公立学校の私率化を

合意してきたので、大変大きな論争がある。どん

な形態であれ、選択プランに関する議論の多くは、

実課業務上の、そして経験的な問題の周辺で回転

してきた。いくつかの選択プログラムが暁らかに

うまくいっている、いくにちがいないと認められ

ている時でさえ、それらの成功が他の学区で複製

できるかどうかについては、なおいっそうの疑問

がある。非常に緩やかに統制された選択プランで

さえ、むろんパウチャー・プログラムであればど

んなものであれ、恐ろしい実醸業務上の国難さが

ある。交通手段や情報は、よく引用される障害の

中のまさに二つのものである。多くの選択プラン

にとっては、適切な交通手段を確保することは、

難しく金のかかることであるだろう。同様に、親

がどんなオプションがあるかを知ることを礎実な

ものにするには、多大の努力を必要とする。さら

にその上、多くの分析家たちは、これらの実践的

問題への対処には、とくに公的部門においては不

可避的により多くのお金がかかるだろうというこ
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とに同意する。これは、さらなる教育支出に抵抗

している州や地方自治体に、だれにもわかる政治

的諸問題を提出する O これは、これらの問題が克

服され得ないといっているのではなく、ただ単に

小規模なデモンストレーションからある程度の組

織だった選択プログラムへと移行するには、答え

なければならない多くの実践的疑問があるという

ことである。

実擦、選択プログラムが益を生み出すかどうか

に関する、おそらくより根本的な疑問や議論は、

どんな形態であれ、選択プログラムが「機能する

かJ どうかにかかっている。選択がいかに意味の

ある効果を持っているかどうか、あるいは選択の

明らかな積極的効果が、学校改革へと導いた他の

変数の、ただ単なる結果であるかどうかについて

は、多くの討論がある。たとえば、あるカーネギ

財閥のレポ}トは、選択学区と非選択学区の関で

の成績差はほとんどあるいはまったくなかったと

述べている。同じように、第4学底のような選択

の効果の証明として大いに利用されている「モデ

ル」学区においでさえ、選択の利益は誇張されて

いるかもしれない。たとえば、その学区が相対的

に高いレベルの財政や入学規制を持つとしても、

その成功がその知名度と向じように印象深いもの

であるかどうかという疑問もある。さらにまた、

もしも私立学校が選択を不可避的に伴うものとす

れば、とくに公立学校と私立学校の成績比較は妥

告かどうかという、より一般的な問題もある。結

局、討論のほとんどの関係者が、どんな選択プラ

ンの下であればうまくいくかもしれないという諸

条件について、われわれにはなおほとんど知らな

いものが多くある、ということを認めている。こ

の知識の不足は、われわれが、遂行上多くの関連

変数や実行上の詳細な事柄は、どんな選択プラン

に対しでも震要な影響を持ちうるのではないかと

疑うという事実によって、いっそうやっかいなも

のとなる。

ほとんどではないにしても、実践的な反対理由

の多くは、たとえ選択プログラムがまったくうま

くいっているにしても、その小規模な成功は簡単

にはシステム全体には拡大されないというもので

ある。交通手段、すべての親たちへの情報、そし

てどれを鐸先するかを決めるという実際的業務

は、教育に関する指導原理を決めようとするどん

な試みをも、すっかりその基礎から揺り崩しそう

である。教育に関する「市場」を創造することは

まったく難しい。さらにその上、これらの実践的

な反対理由の背後には、より深刻な「心配Jが横

たわっている O それは、選択プログラムはただ、単

に現在の制度の望ましくないしユくつかの特徴を深

刻化させるだけである、とするものである。裕福

な人々は彼らの教育ニーズが満たされることを確

実にし、同時に貧閤な人々はいっそう望ましくな

い学校でさらに疎外さえされるだろう。最後に、

嬬広い基礎を持つ選択が、非常に特殊化された

ニーズをもっ人々、たとえば身体に樟寄を持つ生

徒などをどのように扱うかははっきりしない。

これらの心配は、おそらく選択に関する実際の

争点が、主として経験的なものではない、少なく

ともある単純な方法においてだけではないかもし

れない、ということを意味している。どちらかと

いえばそれらは、概念形成的、理論的、そして終

局的には規範的なものである。それらは学校と家

族の関係に関するもっとも基本的な論点を含み、

人々が私事化の方向へ動けば動くほど、そこでの

疑問はより真剣味を帯びたものとなる。第1に、

選択の考え方そのものに対する概念上の擾妹さが

ある。選択という表題の下に、数多くのさまざま

な公的および私的プログラムや提案を十抱ひとか

らげに扱うことが、あまりに多くのことを選択の

せいにするよう導いているかもしれない、そして、

われわれもまた知っているその他の要罰が成績を

上げているということには、ほとんどしないかも

しれない。たとえばいろいろなテーマを持つハイ

スクールの発展は、つねに教職員により大きな選

択の自由をもたせた補助金、目標と基準の明示、

改善された志気などを伴っている。しかしそこで

の問題は、どんな結果的な改善が選択の機能なの

か、あるいは選択プランの進展によって引き起こ

された柔軟性と自己監視の結楽であるのか、と
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いったことである。すなわち、郊外にも都市の学

区にも多くのいい「効果的なJ学校があるが、そ

れらは選択なしに、これらの組織的特徴や改善委さ

れた成績を餅っている。リストラクチャリング、

あるいは効果的な学校プログラムと地では呼ばれ

るかもしれないものと一緒に進んできたある成果

を、選択に帰すこと、あるいは市場の諸力に帰す

ことは、概念的に、そしておそらくそれゆえ経験

的に、誤解の恐れがある。

この概念上の論点、は、消費者主権に関わるもう

一つの問題を示唆する。教育に対する庖家統制の

制限に関する議論は、結果を求めるだけでなく、

閉じように機利に訴える。親がどんな教育を子ど

もに受けさせるかについての権利を持つという考

え方は、大げさでパワフルなものである。選択の

支持者たちが、「最後の独占」と呼ぶものに対する

国家権力についての自然の懐疑を考慮、に入れれ

ば、これはとくに真実である。その議論を消費者

主権という雷語に翻訳するのはかなりたやすい。

親たちはどんな教育サービスを「消費する」かを

選択できるはずである。それゆえ、世論調賓が選

択の考えに強い支持を示すのは、驚くことではな

し)0

たとえ親の権利という見方からの議論の訴えだ

としても、そして親がその子どものニーズをもっ

ともよく知っているという想定でさえ、消費者主

権に関する議論には、何か概念的なパラドックス

がある。選択を求める運動は消費者要求の何らか

の急増の産物ではなかった。それは元々は学問の

世界と教育官僚の着想であった。さらにそのよ、

選択が利用される時でも、たいていの場合、ほん

のわずかの割合の家族だけがそのオプションを利

用できた。世論調査は、選択のアイデアに強い支

持を示しているものの、それらはまた、親たちが

他の学校には厳しい簸いをもっている時でさえ、

彼ら自身の学校に対する親としての満足をも示し

ているのである。かくして、たとえわれわれが梢

費者主権の考えを真剣に受けとり、親がもっとも

よく知っていると仮定しでも、選択プログラムは

語呂合わせでいうつもりはないが、家族にとって

人気のある選択ではない。公平にいって、この種

の親の不活発さは、一つの改革戦略としての選択

だけが直酉しているものではない。 6主義で議論さ

れるように、学校の失敗やその改革提案に関する

10年以上に渡る議論の後でさえ、親が自ら関わる

学校の評価は概して依然として高く、たしかに改

革者たちの評価よりも高いのである。にもかかわ

らず、消費者主権の考えに関する大げさな信用が

与えられると、選択プログラムに関してはとくに

問題が捜雑化する。

選択アプローチについての同様な問題、とくに

チャブとモーの考え方によって代表されるよう

な、最大限のバリエーションの中での問題は、そ

れがただ単に誇大震伝されうるということであ

る。選択を万能薬としてみることは、アメリカの

学校の組織的特徴は大変硬草したもので、完全に

異なった制度的デザインが、唯一の改革への効果

的な遵であるということを、信ずることを必要と

する。地の国の学校システムが開じように官僚的

である、あるいはアメリカのそれよりもより一層

官僚的でさえある、という事実をものともしない

この全面的な主張が、やがては学習を促進するよ

うな学校環境を創りうるように見える。官探主義

的制眼を教育成巣に関するドラッグ以上のものに

させるような、アメリカの連邦主義と文化につい

てのユニークな何かがあるのかもしれない。しか

し、チャブとモーはこの可能性については言及し

ない。どんな事例でも、他の国々の事例は富家統

制と教育達成は互いに排捺し合わないという可能

性を示している。選択を他の改革と対立させたり、

市場対国家の寵直した二分法を創造することは、

ただ単にあまりに還元主義的である。それはイン

センティプとプログラムのさまざまな瀧合物の微

妙な毘別を考患に入れていない。ニコラス・レー

マン (NicholasLemann)がいうように、そこに

は「一方で理論的な領域においてのみ存在する、

欠点のない改革として提出されながら、他方でこ

れまで実際に試みられてきたすべての教育改革計

画を、全体として捨て去ろうとする安易な伺かが

ある。J
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これらの概念上の争点は、より大きな、より多

くの基本的な理論的問題を示唆する。最終的には

おそらく、選択に対するもっとも離しい皮対は、

規範的な、国家がどこまで教育を私事化する方向

へと進むべきかという関心にかかってくる。選択

プログラム、とくにいっそうラジカルな形でのそ

れは、教育が一種の市場製品、個人(家族)浩費

のための一品目として扱われうるし、扱われるべ

きであるということを意味する。しかし、この方

法で教育を考えることは、多かれ少なかれ、公共

の利益としての教育という考えを放棄することで

ある。カ…ネギー財団のレポートがいうように:

(引用文略)

もっともラジカルな選択プランは、道徳や市民と

しての目標に関する共通教育のもっとも最小眼の

考え以外は、何にも考慮に入れない。さらにそれ

らは、家族の選択ということから発展するもの以

外、どんな社会的自的に関する学校の利用も市場

に任せる。つまりそれは、他のテーマの中で表明

された教育毘的を、家族の欲望と市場の選択結果

に従属させる。

チャブとそーの例では、この従属関係は、それ

が私立教育部門において見られるような類の学業

達成を生み出すであろうことから正当化される。

それどころか、いかなる本当の集間的教育目的も、

市場の圧力を通じて、勉強の点でしっかりした学

校によってもっともよく与えられると議論され

る。さらにそのよ、おそらくより重要なことだが、

選択の擁護者たちは、選択の考えに対するこれら

の理論的反対理由の大学は、まった〈存在しない

コモン・スク…ノレのロマンチックな観念にもとづ

いていると指摘する。トラッキングやグルーピン

グに関する際限のない討論が説明しているよう

に、学校は生徒のすべてを平等には扱うわけでは

ない。学校聞の差は、たとえば郊外と都市の学校

との聞のそれは、なおいっそう顕著であり、弁解

は難しい。多くのインナーシティの学校は、ホー

レスマン (HoraceMann)によって描かれた「偉

大な王子衡装讃」からは及びもつかないほど遠いと

ころにある。選択の支持者たちはまた、コモン・

スクールの名において選択のないことは、

不平等を生むということをいち早く指摘する。

腐な学校は、相対する裕福な学校よりも、教育機

会を提供するのは鴎難である。その上、よりお金

持ちの親たちは、概して貧しい親には利用できな

い市場のオルグナティブを選択しうるオプション

を持っている。入学するだれもが落第者である学

校に後者を漬けることは、選択プランのもとで予

測されるほとんどどんなものより、さらに不公平

である。

これらの返答にはいくつかのメリットがあり、

とくにそれらが、公共的な、共通システムとして

の教育と考えられている中での不平等をわれわれ

に思い出させるとき、そうである。しかしながら、

それらはまったく文句をいわせないようなもので

はない。第1に、どんな種類の選択プランによる

学業商への影響についての証拠も、ましてやある

ラジカルな市場的解決に関する推測は、腰昧なも

のであるかあるいは混合されたものだからであ

る。選択に有利な、もっとも強力な証拠の多くは、

実際は私的部門からでなく、より統制された公的

部門の諸経験から引き出されている。これらに、

あるいはまったくさまざまな提案に選択のラベル

をあてがうことは、誤解を生み出す恐れがある。

第2に、一般的な主張として、われわれは、経済

市場がつねに作用しているということ以上に、何

か教育市場が自動的に質を生み出すと信じるよう

な説得的な理由は持っていなしユ。アカデミックな

市場 (academicmarkets)が容易には扱えない親

の気配り、生徒のニーズ、利用しうるオプション

といったことの不平等は、なお存在しているかも

しれない。多くの思慮深い、公的な選択プログラ

ムの支持者が指摘しているように、さまざまな種

類の市場はあるものをうまく扱うが、その他はそ

うではない。結局、学校が公平あるいは共通教育

の理想、に合わないということを主張することが、

われわれがこれらの理想を投げ捨てるべきだとい

うことを意味するわけではない。それはおそらく、

すべての生徒のために、これらの理想、をよりよく

満たすための拍車として受け取られるべきであ
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る。おそらく大事なことは、たとえ学校がさまざ

まなニーズや目的を持つとしても、いわば教育は

単なる消費財に還元できない、されるべきではな

い、ということである。

もし該当するものの多様さを考慮に入れるなら

ば、選択に関する全体的な判断を表現することは

難しい。もし基本的に非同調的な管理運営や、選

択に対する当然の政治的反対を考えると、現在の

政治的な見通しは薄暗いものとなる。政治的見通

しは加にしても、ラジカルな私事化は万能薬とし

て見なされるべきではないとはいいうる。そうす

るためには、それが唯一の解決策、すなわち市場

の諸力の名の下に他のすべてのものを諦めさせる

ような、大変パワフルなものであるということを、

われわれが信じることを必要とするだろう O もう

少し積極的にいえば、選択とくに公的部門の中で

のそれは、ある見通しを持つ戦略であるとはいい

うるだろう。それは、家族の参加を必要とし、

校をそのクライエントにより敏感に応答的にさせ

ようとする。さらにその上、すべての人が認める

のは、選択がなすことは他に何でも、多くの改革

がしばしぱなしえない方法で、管理運営者たちに

その実践をよく検討させるということである。選

択提案に関するもっとも信頼しうる多くの批評室長

たちでさえ、これらの利点、は認識している O 同様

に、多くの人々が選択に関する地方の経験を、プ

ログラムの多様化と専門化の手段として容認して

いる。しかしそれはそうとしても、これは学校改

革のための何らかのいいプログラムであればする

かもしれないことであるo 公立学校が選択のため

のもっとも緩やかなオプションを使って、あるい

はそれを使わないで、この方法でさらによりよく

家族に手が届くようにするであろうと想像するこ

とは、たしかに可能である。選択は、学校改革へ

いかにアプローチするかの他の教訓ほどに、唯一

の手段ではないかもしれない。実擦、選択のオプ

ションが討論され、試みられてきたと同じように、

家族のニーズに合わせる方法として、学校のサー

ビスの範儲を広げる方向での、その他の諸経験も

あるのである。

5 近隣の措祉関家 rもっとも賢い親J? 
ほとんどどの教育改革に関する議論や分析も、

学校がその中で機能しなければならない、徐々に

難しくなってきた環境について論評している。そ

こでは、とくに大学のインナーシティの学校にお

いて、教育を不可能関然にさせている犯罪とド

ラッグ、貧困と悪化する近隣社会、パラパラの投

げやりな、その上暴力的な家族について、共通し

て触れられている。おそらくその中でもっとも重

要な変化は、子どもたちのために家族が果たす社

会化、安定化の役割の弱体化といったことである。

統計は気力をくじくものとなっている。主として

経済的圧力によって、学齢期の母親の 3分の 2は

家の外で働いている。子どもたちの 4分の lは単

親家庭で育てられ、その大半は母子家庭となって

いる。未婚の出産が増加してきている。結婚して

生まれた子どもたちは、彼らにとって不安定で、お

そらく否定的な帰結をもたらすであろう親の離婚

に、少なくとも五分五分の可能性で車関する。驚

くことではないが、しかもさらに多くの否定的な

統計があるが、これらの多くの統計は、質のよい

ヘルス・ケアーやチャイ lレド・ケアーのような、

他のサポート資源に対する期待がそうであるよう

に、貧しい家庭にとっていっそう悪いものとなっ

ている。これらの統計によって永されるかもしれ

ない、その他のいかなる問題は措くとしても、そ

れらは、家族から学校のために役に立つサポート

が少ないということを、まさに示している。

学校が統合された、あるいは連携されたやり方

で家族問題に応えるようなことはめったになかっ

た。また一般的に、どのように近年の家族の悪化

に応えようとするか、という問題にはなかなか触

れないままであった。たしかに、非常に優れたソー

シャルワ…カーやスクール・サイコロジストや特

別な深刻な問題に対する専門的カウンセラーなど

による、現場での伺らかの社会サービスはつねに

あった。さらに先にも述べたように、ごく最近の

プログラムは、特別なプレスクールや学校内サ

ポートを支持し、とくに貧国家族を対象にしてき

ている。たとえば、ヘルス・ケア一、チャイノレド・
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ケアー・サービスもまた徐々にありふれたものに

なりつつある。にもかかわわらず、このプログラ

ムやサービスのつぎはぎ細工状態 (patchwork)

は、地の社会サービスとは断片的で、継続性のな

い、連携のないものになりがちである O これは一

部には制度上の歴史によるのであって、そこでは

学校とは到に発展してきた社会サービスが専門化

され、克服するのが難しい分業が生まれている。

そのためにそこには、学校とその他の社会サービ

ス機関の活動を連携させる醸の、官官買主義の問題

カまある。

選択プランや実験はたくさん社会の注目を集め

てきたけれども、連携あるいは学校を通じた社会

サービスの直接的な供給といった領域において

も、より静かだがしかし同じように重要な発展が

あった。これらのプログラムは、アカデミックな

プログラムとそれ以外のプログラムとの聞の境界

を区分することは、概念的にも、実践的にも、い

くぶん不自然でドあることを示している。学業面で

の進歩がこれらのサービスなしでは難しい、ある

いは不可能かもしれないということだけではな

しむしろ学校は、より全体的な方法において一

人のクライエントとしての生徒に役立とうとして

いる。生徒のニーズをより狭くあるいは学業面で

決めるかわりに、学校が教育をサポートする目的

を持った、ある広げられた一連のサ…ピスを提供

するのである。この種のプログラムやサービスの

それぞれの伊!において、学校はクライエンタリス

トのテーマに関する、ある福祉的バリエーション

を発達させつつある。

この方向へと動くには、学校が社会サービス機

関や家族と新しい関様を発展させること、さらに

子どもの教育を輯広い方法で見ることを必要とす

る。ハロlレド・ホジキンソン(HaroldHodgkin-

son)がいうように、学校と福祉機関は、あたかも

「間じクライエント」を受け持ち、振る舞うかのよ

うに理解し、行動し始めている。それらの結合さ

れたサービスが、生徒を教育するという意味を持

つ本繋的に不可欠な部分になっている。生徒をサ

ポートすることは、学習に対する見通しに影響を

及ぽす家族問題に応えることを意味することか

ら、学校は家族もまた「クライエント」として扱

わねばならない。学校は教育過程において家族に

協力を得ることを必要とし、あるいは家族にサー

ピスを提供しなければならない。それで教育が、

あるいは両方が進歩することができる。どんな場

合でも、学校は、これらの拡大された関係を通じ

た、非学業的状況やニーズを考麗に入れ、扱わね

ばならない。こうして学校は、自分だけで一つの

社会サービス機関となり、そこでは教育が、信じ

られないことだが、他の諸機関に括られることと

なる。

選択プログラムにおいてもそうであるように、

教育に対する福祉的アプロ…チという見出しの下

に分類されるかもしれないものには、かなりのバ

リエーションがある。そのようなサービスをより

統合されたやり方で提供しようという戦略はたく

さんある。この多様性を分類する一つの方法は、

学校とコミュニティ機関があるプログラムに共開

しなければならない程度、また何らかの努力に

よって示されるコミュニティとの接触の桂度

(outreach)に注目することである O ちょうど20

世紀の転換期のように、現在の可能性の範翻は、

学校関連及び学校内でのサービスにより焦点化さ

れたプログラム、そしてより幅広い家族あるいは

コミュニティの努力に関係するプログラムを含ん

でいる。いくつかの事例調査は、選択プログラム

のように、伺が正確に作用しているかについては

不確実で、ましてゃある場においてうまくいって

いるものが、イ患の場においていかに応用されるか

についてはそうである、ということを予測してい

る。それでもなお、学校はどのようにこれらの問

題に関係したらいいかといった認識や自意識は高

まってきている。

もっとも大がかりな提案やプログラムは、あら

かじめ別々の社会サービスを取り上げ、それらを

学校の建物の中にあるいは少なくともその近くに

移すことを構想している。生捷と家族の両方のた

めに、学校という場でチャイルド・ケア…あるい

はヘルス・ケア…を発展させた学底もある。ヘル
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ス・ケア…とチャイルド・ケア…、カウンセリン

グとサイコロジカル・サービス、家庭教育、生徒

とその家旗が必要とするかもしれないその飽の社

会サービスを統合し、学校を社会サービスの中心

(hub)にさせるような、さらに大がかりな試みも

ある。この「ワン・ストップ・ショッピング」ア

プローチは、学校内またはその近くでの、学校と

社会サービス機関による連携の努力の可能性を提

供している。このよい一例は、パルチモアのダン

ノてー・プロジェクト (theDunbar project)で、

それは「学校の建物を近隣社会の中軸となる制度

にしている。それは錨のように頼りになるもので

あり、子どもたちが学ぶ、だけでなく、ヘルス・ケ

アー、スキルの社会化、多くの事例ではいい食べ

物、レクリエーションを受ける場所であり、-

親にとっては必要を満たし、仕事のトレーニング

を受け、あるいは稼ぎ……そして彼らの GEDを

受ける場所であり……、コミュニティのリーダー

にとっては個々の学校のニーズを基礎にした諸目

標を立てる場所であり、産業界や NPO組織に

とっては諸資源をそのコミュニティーに向ける場

所である。」

現存する社会サーピスをいっしょに結びつけよ

うとする試みのかわりに、多くの学校ではそれぞ

れ毘有のプログラムを提供しようと努めてきてい

る。学校を通じて社会サービスを広げるというよ

くある方法は、「家族」あるいは「親の教育」とい

う表題の下に該当するものである。学校が薩接家

族を対象とする教育プログラムを発達あるいは連

携させるのである。 1ケースであれ、グループが

基礎であれ、あるいは組織されたクラスを通じて

であれ、この種のプログラムのポイントは家族を

サポートすることであり、そのことによって子ど

もたちの準備がなされ、学校でよりよく学ぶこと

ができるようになるかもしれない。このサポート

は出産前のアドバイスとともに始まり、幼児のケ

アーと発達の学級を通じて進み、基本的な読み書

きに関する大人のための学級へと継続しうるもの

である。たとえば、アーカンソーでは HIPPY(就

学前の子どもの家躍教育プラン、 HomeInstruc-

tion Plan for Preschool Y oungsters)を発展さ

せている O それは病院と保健機関と学校とを結び

つけ、小さな子どもたちを持った家族に教育やそ

の他のサービスを提供しようというプログラムで

ある。数年の間に、いくつかの州では、チHが家族

教育プログラムのスポンサーになり、小さな子ど

もを持った親たちのための一連のコースや、その

他の特別な社会サービスを提供してきている。こ

れらや、さまざまな似たようなプログラムの中で

仮定されていることは、実際はまったくシンプル

である。すなわち、競たちの教育が子どもを教育

する場合の鍵であるということであるo 学校のク

ライエントは家族を含んで拡大し、そのことが非

常に幅広い意味で教育の焦点となっている。理想

的には、このアプローチは共同に関する難しい問

題、あるいは他の社会サービスとの内輪の争いを

避けるまたは縮小するという、実践的な利点を

持っている。これらのプログラムは、しばしば学

校内で、あるいは現存する諸機関との特別な連携

を通じて機能する。

全人的な子どもを教育することは、上述したよ

うな新しいアウトリーチ・プログラム (outreach

programs)を必要としないかもしれない。いくぶ、

ん狭いがしかし意欲的な、より統合された社会教

(social education)のモデルが、ジェームズ・

カマー(James Comer)の仕事に関係する学校発

達プログラムCtheSchool Development Pro-

gram)である。ニューへブ'ンで1968年に始められ

たそのプログラムは、現存する社会サ…ピスある

いは確立された機関を通じてというより、むしろ

主として学校内部で展開するものである。それは、

学業的及び社会的スキルを統合するために、現場

で、学校、家族、コミュニティの現実的な、かつ

また潜在的な諸資源の構造を変更しようとする。

それぞれの学校で、そのプログラムは3つの主要

な構成要素を持っている。すなわち、管理及び運

営グループ、績のプログラム、そしてメンタルヘ

ルス・チームである。学校管理チームは、教員、

管理職、メンタルヘルス専門家を有する。それは、

学校についての一般的自標を説明し、それらを実
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行すべく他の人々を訓練し、結果を評価、査定す

る。この集まりに代表されることに加えて、親た

ちは、その学級の専門的スタップ・メンバ一一人

につき一人の親を含みながら、学校活動やボラン

ティア・ワークを含んだ別のプログラムを持つ。

これらのこつのグループの問、学校のメンタノレヘ

ルス・チームと特殊教育の教員、一人のソーシャ

ルワーカー、一人のスクール・サイコロジストの

間には、つねに生きた関係がある。後者のー殻的

な費任は、「教員や親たちに発展的に考えさせるこ

と、諸関係を考えさせることJ であり、さらに援

助を必要としている生徒の「ケース」に関して、

担任教員からの個別的な結介に対処することであ

る。

これらの組織的要素の記述の中で失われるかも

しれないのは、そのプログラムの白的の相対的な

単純さといったことである。学校教育に関して学

業面に狭く焦点、を絞るかわりに、そのプログラム

は子どもたちと大人たちの関の積極的な相互作用

を創造しようと努める。それは、意識された組織

だった社会化といったことに関係している。学校

はその生徒たちの家族(あるいは他の重要な大人

たち)と協力して、「教育のある家族の子どもたち

は、ただ単にその親とともに成長することによっ

て……獲得する……」というものを、提供しよう

する。カマーがいうように:

(略)

学校と家旗が「大人たちの共同行為」の一部分と

なり、それが学業的な意味において生捷たちを教

育するだけでなく、健全な方法でより広い世界と

相互に関わり合うべく、生徒たちを社会化させる。

「かくして子どもたちは、その親と社会的ネット

ワ…クと学校関係者との間で選択する必要はなく

なった。」子どもの家族と学校「家族」が向ーの広

がりをもつようになる。「子どもたちは、親に認め

られようと試みるのと向じ方法でまた学校関係者

にも認められようとする O かくしてこれが、子ど

もたちが前進し始めようとする時、勉学させるも

のとなるoJ

そのプログラムの意留するものが学業面での逮

成以上のものであるということは、その結果を査

定する方法によって示されている。諜準テストに

関しては基本的スキルの測定が使われるが、その

プランを追求する学校はまた、常習的欠席、処罰、

停学の割合を検討する。驚くことではないが、学

校がこれらの測定された結果を改善するにつれ

て、その学業面での成果も改善してくる。これだ

けがそのプログラムを魅力的にさせるのかもしれ

ないが、しかしそれはまた、基本的な組織上の変

化、あるいは他のプログラムであればそうしたか

もしれないような多額の新しい財政(始動時のコ

ストを超えた)を、必要としないようにも見える。

カマーのプログラムは概してうまくいっており、

それだけにたくさんの資金補助や政府のサポート

を受けている。それは数年で100市ほどになって

いるかもしれない。

8 しかしそれはうまく機能するか

選択プログラムと潤じように、多くの戦術的、

戦略的な疑問がある。それは、学校はどんな種類

の社会サービスを提供するのか、それらをどのよ

うに効果的な方法で提供するのかの決定に関わっ

たことである。ワン・ストップ・ショッピングに

よるアプローチのまさに総合性といったことが、

何らかの実際的な障害を生み出す。現在のサービ

ス提供者の専門性に基づく分離といったことが、

サーピスは容易に調整されるだろうということを

想像させるのを難しくさせ、ましてや突然にある

場に移動させられることは、言わずもがなである O

アプローチや呂擦の違い、さらに組織的な自己防

衛は、ワン・ストップ・ショッピングをすぐに実

行するのは難しいだろうということを示唆してい

るo その上しかも、そのようなアプローチは、長

期的に見ればより効率的であるかもしれないが、

社会サービスの調整や供給に関する新しいシステ

ムへの移行は、ほとんど疑いなくお金を必要とす

る。たとえば、サンジェゴにおけるカリフォルニ

ア提案 (aCalifornia proposal“New Begin峨

nings")は、学校の中により総合的な社会サービス

を持ってくることを構想している。しかし、学校

サービスに関するもっとも最近の討論は、実擦に
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はチトiが幼稚簡を持つ余裕があるかどうかというこ

とであった。要するに、学校を通じた社会サービ

スの全体的なオ…パーホールは理想的な提案かも

しれないが、可能性は薄いように見えるのである。

もう一つの実践ょの争点は、そのようなプログ

ラムを始める学校がただ単に行き過ぎているかど

うか、といったことに関領している。すなわち、

これらの領域への学校の参加はせいぜいただ単に

より重要な学業自的から気を逸らすことになるだ

けだ、と反対が唱えられるかもしれない。それは、

教育の仕事をほとんど適切になしえない教育シス

テムに、社会の苦悩の全部を投げつけることは非

実諜的であると議論されるかもしれない。ある観

察者は、もしそれらの学校が(スポーツやその他

の補足的なカリキュラムを含んで)何らかの種類

の非学業的活動に関わるとすれば、それらは学業

的課題を普通学校に任せた「並列されたJ (paral-

leO学校の中におかれるべきであると述べてい

る。さらに、それらの学校に関するフィールド研

究の多くは、セラピ…的なアプローチや意識が、

学業菌での霞秀性に対する需要を蝕むのを助けて

いるとしているo 最悪の場合には、これらのプロ

グラムは、学校が必要を満たすことができない、

するつもりもないであろう需要を創るかもしれな

い。たとえば、盛んに宣告されているニューヨー

ク、ロチェスタ…の教員契約は、教員が教護外で

の生徒や家族へのアドバイザーとして働くことを

想定していた。しかしそのプログラムは、教員は

この役割を果たすように訓練されていなかった

し、たとえまた嫌々でなくてもそうすることはで

きなかったという単純な事実の上で、もがいてい

た。

これらの実践的な反対理由は、学校とクライエ

ントとの関係における、より幅広い見方を発展さ

せる方向において克販されねばならない障害に対

する、警告を促す合図としての価値を持っている。

にもかかわらず、カマーのモデルを含んだ、社会

的な関心と学業的な関心とをうまく混ぜ合わせ

た、たくさんのプログラムの例がある。これらの

さまざまな、数しれなく増加しつつある努力の静

かな成功の中に、楽観主義の棋拠がある。どのア

プローチも成功への公式はなく、いかにプログラ

ムがうまくいくかは、多くの政治的、財政的、地

方的要盟によるだろう。もしもプログラムがとく

に性急であったり、あるいは思慮に欠けたまま実

行されるならば、「失致J が起きるかもしれない。

しかしそれらは、何にもなされなくてもまた起き

るかもしれない。本当のやっかいな問題は、特別

な成功物語をより総合的なプログラムへと翻訳す

ることであるが、しかしこれはまた、より厳しい

学業面での改革戦略あるいは選択提案とともに生

じてくる問題でもある。最後に財政についていえ

ば、改革者たちが、教育へのより多くの支出がよ

り多くの進歩を生まなかったという事実を嘆くと

き、このようなプログラムは賢い投資のように見

えるかもしれない。

福祉サービスの性格を確実に強めつつある学校

の運動に関して、おそらくもっとも驚くことは、

相対的にだが、いかにほとんど政治的あるいは理

論的な論争が起きてこなかったか、ということで

ある。家族に関わる他の政策分野の中で、とくに

強く象徴的に理解されている福祉に関しては、引

き続く耳揮りな議論がある。これらの議論は、ゲッ

トーの家族の悪化を指掃した 1960年代中葉のモ

イニハン・レポート以来、少なくとも国民的対話

の一部であった。しかし最近では、それとは部の

議論が噴出しており、今田のそれは「家族の価値」

というフレーズに関わるものである。保守的な人

たちは、依存について駕り、個人と家族の側のよ

り多くの責任を要求している。彼らは、両親の揃っ

た家族の減少が子どもたちに巨大なダメージを与

えているという増大する証拠を指摘する。公的政

策や幅広い文化的傾向の両方が非難されねばなら

ない。というのは、彼らは両親の揃った家族に無

関心であり、敵対的であり続けて来たからである、

ということが議論される。あるいはまたリベラル

な人たちは、われわれが何とか加な時代へと時計

を戻すことができるという考え方を拒絶する。経

詩的、文化的両方の理由で、「歴史的に異例なこと

であった、また少なくとも大変健蔵的であったと
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はいえないかもしれない、ある形の家族に戻るこ

とはなしりと彼らは主張する。いず、れにしても、

われわれの社会における女性の役割の変化は、公

的政策が伝統的な家族の役割の変化に耳を傾け、

サポートすることを要求している。最後にリベラ

ルな人たちは、「貧臨の文化」について話す「犠牲

を非難するJ考え方や、あるいは社会的、経済

的差別や、主としてこれらの問題に責任がある政

府のサポートの減少といったことを指摘しない

「黒人家族の解体」といった考え方を、拒否する。

これらのよく知られた戦線は、学校を場とする

サービス (school-basedservices)に関しては、

よく自に見えるものではなかった。第1に、学校

は異議のある価値観に触れるようなプログラムを

一般的には推進してこなかった。子供が産まれる

前のケアー、就学前の教育、家族に対する他のサ

ポート、あるいは健康や基本的な読み書き能力の

推進などを非難することは難しい。第3主主で述べ

た学校のカリキュラムや実践の中に埋めこまれた

道徳教育の場合のように、これらのプログラムに

埋め込まれている価値観は、しばしば単純できわ

めて根本的なものであるがゆえに、議論を生まな

い。もっと一般的にいえば、教育に関する強い世

論の一致した領域とこれらのプログラムとの一体

化した中には、ある麓の「後光」効果がある。「福

祉」のカテゴリーから「教育」へとそれらを移す

ことは、ともかくもそのプログラムへの反対を少

なくさせる。第2に、そして同じように、これら

のプログラムは非難からさらにいっそう聴され

る。というのは、その主たる受益者たちはその状

況に対して責任をとらないように見え、また責任

をとることができないかもしれないからである。

福祉の議論の中で生じてくる個人の責任と依存を

めぐる疑問の多くは、子どもたちには当てはまら

ないように見える。もっとありていにいえば、後

になってこれらの問題や議論を避けるということ

への期待が、これらの努力の中心的な魅力なので

ある。

もし学校が福祉プログラムを拡大し続けるなら

ば、おそらく福祉論争を繰り返している右派から

も左派からも反対が唱えられるだろう。この議論

がどのように言葉に表されるかは、その拠って立

つ政治的立場によるだろうが、これらの反対理由

は過剰と不足のジレンマという難問を提出するだ

ろう。政治的な右派からは、その不満は、学校と

いう場での家族サービス (school-based family 

services)がオルターナティプな家族形態や習慣

を勇気づけ、支持する恐れがあるということかも

しれない。すなわち、国家は家族の限界を(再)

定義するのに、学校(と他の政策)を利用するこ

とに、ただ単にあまりに深入りしすぎている。福

祉依存への類似はきわめて明白である。「家族」は、

家族自らはできないことあるいはしたくないこと

を、不幸な結果とともに、政府がやってくれるだ

ろうということを知るだろう。だから政府はでき

る隈り、両親の捕った家族を、とくに家族崩壊の

社会的帰結という増大しつつある証拠に照らし

て、サポートすべきである。いっそうリベラノレな

立場からは、「アンダークラスJとか「貧屈の文化」

に関する文献に批判的である人々の多くが、これ

らのプログラムは家族の変化しつつある性格をサ

ポートするのに非常に不十分である、というだろ

う。家族や子どもたちをサポートするために介入

する、より総合的な統合されたプログラムがなけ

れば、学校という場を基礎とする (school闇based)

プログラムは、たとえ歓迎されたにしても、その

効果の点で眼定されるかもしれない。要点はおそ

らく、実際にまったくなかったある家族を創造す

ることではなく、現にあるまたありそうな家族の

ニーズに応えようとすることである。

ある標準的なイデオロギ…の立場がないところ

でさえ、学校を通じた家族への福祉的あるいはセ

ラピー的アプローチに関する、まだ検証されてい

ない仮定や意図しない帰結について、似たような

疑問があるかもしれない。これらのプログラムは、

健康的な文化に基礎をおく価値観や意識を、終局

的には破壊する方法で、家族という「避難所」に

侵入するといわれるかもしれない。公的及び私的

関心事の間の境界線は、明白な対立のサインのな

いところでさえ、セラピ…専門職によってつねに
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混乱させられるかもしれない。髄康な発達や行動

を決める擦の、まさに国家の介入が、自動的に私

的領域を危険にさらすと議論されるかもしれな

い。その脅威は、患家がこれらのプログラムの中

で「もっとも賢い親J として行動しながら、おそ

らく不可避的に家族の自治を危険にさらすだろう

ということである。家族を援助するというセラ

ピーの専門家の意図が、より大きな政治的議題へ

の家族の従属、あるいはその破壊へとさえ導きう

るのである。かくしてそれは、単に教育の社会的

次元への関わりが、学校の学業f憂先から注意を逸

らすかもしれないということでなく、国家はこれ

らのことをなす権利も持っていないということで

ある。

学校と家族の関係を発展させることは、国家の

介入する範囲、公的なことと私的なこととの境界

線、教育の本来の範囲と理解をめぐって、多くの

議論を引き起こす。同様に、関家の家族問題への

介入が、実際的な危険に満ちていることはほとん

ど簸う余地はない。これらのことは、家族が演ず

ることができない、したくない役割を学校に譲り

渡しでもよいということを、少しも意味しない。

しかしこれらの議論は、今日の福祉論争と同じよ

うな不毛なやり方では、有主主に取り組むことはで

きない。もしわれわれが、学校がこの領域でやろ

うとしていることについて、もっと控えめな言葉

の中で考えるならば、そしてあるプログラムやそ

の地の国々ですでにやっているものをよく見るな

らば、これらのより理論的なあるいはイデオロ

ギー的な反対選出は、厳しい障害というより、む

しろ警告的な助書である。

うまくいっているモデルやプログラムの存荘

は、ある控えめなコンセンサスがあり、おそらく

学校の福祉的努力を広げることについて何か合理

的なものがある、ということを示している。たと

えば家族サーポ…ト・プログラムは、家族の責任

と自立を助長しようと試み、また両親の揃った家

族の維持要閣に貢献している。それらが国家の保

護の下になされることは、それらを出しゃばらせ

ているとか、受容できない依存を創っているとか

ということでは、少なくとも客観的にはない。向

様に、カマーのプログラムの中で推進されている

いろいろな社会的スキルが、家族の自治に押し

入ったり、壊そうとするものであるとはとてもい

えない。学校という場で大人と協力するという考

え方が、あたかも一種の文化的苔定であるかのよ

うに、それをある種の文化的押しつけとして見る

こともまた難しい。それと同時に重要なのは、デ

イ・ケアーや他の家族サポートの形態のようなも

のは、他の工業国ではまったくありふれたもので

あり、これらはとても抑庄的だとは思われない。

それらや先に引用したプログラムは、政府はその

ようなサービスを合法的にはできないとか、ある

いは十分に提供することは不可能であるという非

難に対して、明確な反論として立ち向かっている。

いやそれどころか、不公平で、家族に対し本当に破

壊的でさえあるかのように見えるものが、他の闘

においては見られる類のものに対する、アメリカ

合衆国におけるサポートの欠落といったことなの

である O

7 公的選択と公的福祉

教育者やその他の観察者たちは、教育過程にお

ける家族の影響力の減少についてコメントしてき

たが、これらの問題に対する学校という場での対

応について、多くの注意が払われてこなかったの

は奇妙なことである。しかし学校と家族は、概し

て相対的に分離した、自立した領域として見なさ

れてきたとわれわれが考えたとき、それはまった

く奇妙なことではない。両者の間の(そしてそれ

らと社会との間の)恒常的緊張や相互作用にも関

わらず、家族と学校はともに、あたかも社会や政

治過寝からはいくぶん分離していたかのように扱

われてきた。これは、誤って与えられてきた理想

主義と、国家に対する自由な民主主義社会の自然

の棲疑、その荷方を示唆している。われわれは、

両親家族や単親家族、核家族や拡大家族であれ、

すべての家族が正当に機能し、まあまあの満足行

くものであり、支えとなる文化や諸制度に固まれ

ていたと信じたい。われわれは、子どもたちがど

こへ行こうとも、その生活に積極的な大人たちの
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存在(大人たちの共同行為)があった以前の時代

に近づきたい。このような理想化された像がかつ

て存在したかどうかは別としても、大半の人々は

そのような理想と現実のギャップが最近より大き

くなってきたことには詞意するだろう。われわれ

は、それでもなお、政府が学校を通じて家族とよ

り組織だった幹を発達させるべきだとは一般には

考えていない。おそらく、理論的枠組みからする

私的領域であるところに留家が介入してくること

への、漠然とした恐怖がある。また爵家の権限の

範囲や、国家の関与の予期しない帰結についての、

さらに特別な棲疑があるかもしれない。にもかか

わらず、破壊された家族や子どもたちの貧翻につ

いての統計が示す、やむことのない警告(太鼓の

音)がわれわれに思い出させるように、理想化さ

れた家族と現実のそれとのギャップは広がってい

る。

過去においては、この種の開題に対する学校側

の対応は、一般的には教育の可能性に影響を及ぼ

す、もっとも深刻なとてつもなくひどい開題に隈

されていた。何らかのより総合的な、組織だ、っ

たアプローチが必要とされるかもしれないという

ことが認識されるようになったのは、つい最近の

ことである。それゆえ結局は、学校がある種の、

あるいは別の種類の社会サ…ピスを提供すべきか

どうかの議論は、疑いなく議論の余地があるだろ

う。もし学校が、彼らが現在あるように子どもた

ちを扱おうとすれば、上述したような提案の類や

それに匹敵する何かは、ほとんど避けられないも

のとなる。われわれが、すべての人々が認めてい

るような家族に対する劇的な圧力から、教育過程

が分離されているかのように行動し続けることを

覚悟しない限り、この積の組織だった対応はおそ

らく避けられない。主たる問題は実践的かつ経験

的である。われわれは、どんなプログラムがもっ

とも家族をサポートするか、あるいはいかにこれ

らは効率的に効果的な方法で供給されうるかにつ

いて、確かめる必要がある。

これらのクライエンタリストの努力がうまくい

くかどうかは、より大きな経詩的・政治的環境に

少なからず依存している。学校が何でもできるわ

けではなく、とにかくそれらの学校が、多かれ少

なかれ独力で社会サービス状況を変形させうると

考えることは、単純すぎるだろう。学校という場

を基礎とするどんなプログラムがうまくいくかに

ついては、福祉、健康、チャイルド・ケアーに関

する、より幅広い政策が深い影響を与えるだろう。

それらの分野は教育の仕事をより審易にするであ

ろうが、そこでの新しい政策の発達に関して楽天

的であることは難しい。気前のよい予算や政治的

サポートもすぐにはありそうもない。その上さら

に、われわれは、もはや実入りのいい仕事の安定

した基盤になるような、着実な経済の発展は持ち

そうには思われない。われわれのよろめくような

経済が、しばしば教育システムの韓牲者として描

かれるのは皮肉なことである。教育システムの問

題は、家族が子どもたちを適切にサポートするこ

とができるような状況を創ってこなかった経済に

よって悪化させられてきた、というのがおそらく

より正確である。

それでもなお、カマーのアプローチのような、

学校という場を基礎とする諸提案、家族サポー

ト・プログラム、その他の努力には、楽天主義を

生み出す何らかのほどよい理由がある。それらは、

少なくとも小規模であって資源の大規模な投入を

必要としないし、また国家の権威の及ぶ範囲を踏

み越えなさそうに見える Oそれらは、可能性がもっ

とも薄かったところでさえ、成功した場合もあっ

たようである。それらは、もしも適切になされる

ならば、「不利益の再生産は組織的な社会的行動を

通して破られうるJ ということを示すような、効

果的なインターペンションがあるということを示

唆している。

これらの成功をもとに築きあげようとする試み

は、当然のことながら、援製能力やコストの問題

に直面することになる。第1に、これらの小さな

規模のプロジェクトを、さらに総合的なアプロー

チへとどのように移ずかについては、ほとんど明

確になっていないし、ましてや教育と他の社会

サービスを連携なり、統合させようとするものは、
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そうである。専門家を互いに不和の関係におくよ

うな、管轄権の闘争といったことを含んだ地雷敷

設匹域であり、そしてクライエントの手の届かな

い範屈で必要とされるサービス、という性格を持

つ現在のシステムを考えれば、これは小さくない

障害である。第2に、多少たりともより組織だ、っ

た努力であれば、ほとんど確実に新しい資源の投

資を必要とするだろう。お金が開題を解決するわ

けではないという陳腐な決まり文句は、実際はケ

チったお金は問題を解決しないだ、ろう、という意

味にとられるべきである。いず、れにしても、われ

われの子どもたちゃ家族の社会的・教育的サポー

トのための支出は、多くの国々よりもかなり少な

いのである。さらにまたそのことが、何らかの正

確なコスト・ベネフィット分析をすることは難し

いけれども、これらのプログラムに費やされたお

ましくない、たとえば収監や福祉に向けら

れる資源を節約するかもしれない、ということを

根拠づけそうである。

上述したうまくいっている、学校という場を基

礎としたプログラムの事例は、ラジカルな選択プ

ログラムのもっとも説得力ある批判となってい

る。私事化された学校システムがそのようなプロ

グラムを生み出すだろう、あるいはそのようなプ

ログラムの中にある家族が同じようにその教育過

桂に参加させられるかもしれない、ということは

はっきりしていない。しかしこれは公的な選択プ

ログラムは盟、騒が足らないとか、あるいはうまく

いかないということではない。というよりむしろ、

より過激な選択のパージョンは、家族の明瞭な

ニーズを、甚接的には取り上げそうもないという

べきである。そのようなニーズを「市場」にまか

せることは、うまくいきそうにないばかりでなく、

デューイのフレーズの中にあるように、「狭く、魅

力のない」考え方でもある。それは、教育を学業

成績としての教育という眼定した見方に帰着させ

るという点で狭いものである。それは、われわれ

の次世代への共同の責任を、競争というごちゃ漉

ぜ、の、偶人的ではない諸力に譲り渡すという点で、

優しいものではない。単なる実践的な視点からし

ても、よりラジカルな選択プランが、これらの問

題にうまく応えるだろうということを期待する根

拠はほとんどない。うまくいった事例に照らしで

さえも、もし組織だ、った福祉的アプローチについ

て妥当な懐疑あるとすれば、これらを問題にする

手段としての私事化ということについては、さら

に大きな慎疑があるはず、である。

陪時に、公的な選択プログラムが家族の予に届

き、家族を参加させる程度によっては、それらは

上述した福祉的プログラムともかなり重なってく

る。(私が第6章で議論するように、公教育の他の

主要なテーマとも、また重寵する。)それゆえ選択

は、家族を対象とすることによってクライエント

に投立つという、間じ過程をもった単なる部の

ノてージョンである。もっともよい状態において、

そのようなプログラムは学校と家族の間にいくぶ、

ん違った橋を架けるのだが、それは子どものニー

ズに役立とうとする大人たちの共同行為を集めた

ものである。ニつのアプローチが、クライエント

に充当するさまざまな種類のサ}ピスを提供する

(公立)の選択した学校で、問時的に使用され得な

いというアプリオリな理由はない。再び鍵となる

のは、クライエントのニーズに関して、それをど

れほど幅広く理解するかという焦点であり、いか

に教育やその他のサービスがクライエントの要求

を満たすべく動員されるか、ということである。

クライエンタリストのプログラムの出現には、

したがって、控えめな楽観主義とかなり人を儲ま

せるような難問、という両方の理由がある。これ

らのプログラムは、家族が経験しつつある変化へ

の対応に関して、持がうまくいっているかを、あ

るいは少なくともうまくいっている何かを、われ

われがもっとよく知るべきだと示唆している。こ

れらの変化に対する実践的な対応は、われわれの

手の届く範圏にある。ここでも、他の領域や先の

諸主主で議論したその他のテーマに関してもそうで

あるように、学校内で成し遂げられているかもし

れない伺かに関して、モデルを提供しているよう

なプログラムや学匿がある。それでもなお、これ

らは例外のように見えるし、また一律に、まだ少
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なくともはっきりと適用できるものではない。わ

れわれは、うまくいっている多くのことを知って

いるかもしれないが、われわれは、どのようにそ

れらを総合的にうまく生かせるのか、あるいは生

かさせうるのか、知ってはいないように思われる。

明らかに、この問題は教育改革運動の展望にとっ

て重要である。われわれは、この難問に、公教育

のテーマに関する先の分析に照らして、今取り組

むことができる。
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